
1 

税務訴訟資料 第２６７号－１２６（順号１３０７５） 

東京地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 法人税更正処分取消等請求事件 

国側当事者・国（北税務署長事務承継者南税務署長ほか） 

平成２９年１０月１２日却下・棄却・控訴 

 

判 決 

原告 株式会社Ａ 

 （以下「原告Ａ」という。） 

同代表者代表取締役 甲 

原告 株式会社Ｂ 

 （以下「原告Ｂ」という。） 

同代表者代表取締役 甲 

原告 合同会社Ｃ 

 （以下「原告Ｃ」という。） 

同代表者代表社員 株式会社Ａ 

同職務執行者 甲 

原告ら訴訟代理人弁護士 別紙１代理人目録記載のとおり 

被告 国 

同代表者法務大臣 上川 陽子 

処分行政庁 北税務署長事務承継者 

 南税務署長 

 佐々木 民弥 

処分行政庁 東京上野税務署長 

 三森 清 

同指定代理人 別紙１代理人目録記載のとおり 

 

主 文 

１ 原告Ａの本件訴えのうち、以下の部分をいずれも却下する。 

（１）北税務署長が、平成２５年４月２６日付けで原告Ａに対してした、同原告の平成２０年１

０月１日から平成２１年９月３０日までの事業年度の法人税の更正のうち、欠損金額１億８

３０６万０４９８円、翌期へ繰り越す欠損金額２６億０４８２万６９１４円を上回る部分の

取消しを求める部分 

（２）北税務署長が、平成２５年４月２６日付けで原告Ａに対してした、同原告の平成２１年１

０月１日から平成２２年９月３０日までの事業年度の法人税の更正のうち、翌期へ繰り越す

欠損金額３億５４４１万０７０５円を上回る部分の取消しを求める部分 

（３）北税務署長が、平成２５年４月２６日付けで原告Ａに対してした、同原告の平成２２年１

０月１日から平成２３年９月３０日までの連結事業年度の法人税の更正のうち、連結欠損金

額１億９７６４万１４３２円を上回る部分の取消しを求める部分 

２ 原告Ａのその余の請求、原告Ｂの請求及び原告Ｃの請求をいずれも棄却する。 
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３ 訴訟費用は原告らの負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 当事者が求めた裁判 

１ 請求の趣旨 

（１）原告Ａの請求 

ア 北税務署長が、平成２５年４月２６日付けで原告Ａに対してした、同原告の平成２０年

１０月１日から平成２１年９月３０日までの事業年度以降の法人税青色申告承認取消処分

を取り消す。 

イ 北税務署長が、平成２５年４月２６日付けで原告Ａに対してした、同原告の平成２０年

１０月１日から平成２１年９月３０日までの事業年度の法人税の更正のうち、欠損金額２

億１００６万４７５６円、還付金の額に相当する税額１８万０６８６円及び翌期へ繰り越

す欠損金額２６億３１８３万１１７２円を下回る部分並びに重加算税賦課決定処分をいず

れも取り消す。 

ウ 北税務署長が、平成２５年４月２６日付けで原告Ａに対してした、同原告の平成２１年

１０月１日から平成２２年９月３０日までの事業年度の法人税の更正のうち、所得金額０

円を超える部分、還付金の額に相当する税額１７６３円及び翌期へ繰り越す欠損金額３億

７０１２万１２５７円を下回る部分並びに過少申告加算税賦課決定処分及び重加算税賦課

決定処分をいずれも取り消す。 

エ 北税務署長が、平成２５年４月２６日付けで原告Ａに対してした、同原告の平成２２年

１０月１日から平成２３年９月３０日までの連結事業年度の法人税の更正のうち、連結欠

損金額３億８２０９万５０４２円及び翌期へ繰り越す欠損金額７億４３６０万８３２５円

を下回る部分を取り消す。 

（２）原告Ｂの請求 

ア 東京上野税務署長が、平成２５年４月３０日付けで原告Ｂに対してした、同原告の被合

併法人である株式会社Ｄの平成２０年８月１日から平成２１年７月３１日までの事業年度

の法人税の更正のうち、欠損金額７億２２７０万７０１４円及び翌期へ繰り越す欠損金７

億２２７０万７０１４円を下回る部分を取り消す。 

イ 東京上野税務署長が、平成２５年４月３０日付けで原告Ｂに対してした、同原告の被合

併法人である株式会社Ｄの平成２１年８月１日から同年９月３０日までの事業年度の法人

税の更正のうち、欠損金額３１６万１００５円及び翌期へ繰り越す欠損金７億２５８６万

８０１９円を下回る部分を取り消す。 

ウ 東京上野税務署長が、平成２５年４月３０日付けで原告Ｂに対してした、同原告の被合

併法人である株式会社Ｄの平成２１年１０月１日から平成２２年９月３０日までの事業年

度の法人税の更正のうち、所得金額０円を超える部分、還付金の額に相当する税額１３８

円及び翌期へ繰り越す欠損金３４１８万７８４０円を下回る部分並びに過少申告加算税賦

課決定処分をいずれも取り消す。 

エ 東京上野税務署長が、平成２５年４月３０日付けで原告Ｂに対してした、同原告の平成

２１年１０月１日から平成２２年９月３０日までの事業年度の法人税の更正のうち、欠損

金額１億１６１４万４２２９円及び翌期へ繰り越す欠損金１億１６１４万４２２９円を下
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回る部分を取り消す。 

（３）原告Ｃの請求 

 北税務署長が、平成２５年４月２６日付けで原告Ｃに対してした、同原告の平成２０年１

２月８日から平成２１年９月３０日までの事業年度の法人税の更正のうち、所得金額７８４

０万２１２２円及び納付すべき税額２２７２万０５００円を超える部分並びに重加算税賦課

決定処分をいずれも取り消す。 

２ 本案前の答弁 

 主文第１項と同旨 

３ 本案の答弁 

 原告らの請求をいずれも棄卸する。 

第２ 事案の概要 

 本件のうち、原告Ａに係る事案は、北税務署長が、①原告Ａは、自己を出資者とし、原告Ｃ

を営業者とする匿名組合契約に基づく分配益を収益に計上すべきであると認識していたにもか

かわらず、故意にこれを計上しなかったこと、②原告Ａは法人税法６７条１項（平成２２年法

律第６号による改正前のもの。以下同じ。）に規定する特定同族会社に該当し、課税されるべ

き留保金額が生じていること及び③原告Ａの連結子法人であった株式会社Ｄ（以下「Ｄ」とい

う。）に貸倒引当金の計算等の対象となる債権が存在しないにもかかわらず貸倒引当金繰入額

を損金の額に算入していたことなどを理由として、法人税の更正及び過少申告加算税賦課決定

処分、また、上記①の事実から、重加算税賦課決定処分及び法人税の青色申告承認の取消処分

を行ったことに対し、原告Ａが、上記更正の一部、過少申告加算税賦課決定処分、重加算税賦

課決定処分及び青色申告承認取消処分の各取消しを求める事案である。 

 本件のうち、原告Ｃに係る事案は、原告Ｃが原告Ａからの短期借入金に係る支払利息を計上

したところ、北税務署長が、当該短期借入金は、原告Ａとの間の匿名組合契約に基づき、出資

金に振り替えられて消滅しているにもかかわらず、原告Ｃは、故意に同振替に係る経理処理を

行わずに、当該短期借入金に係る支払利息を計上したなどとして、法人税の更正、過少申告加

算税賦課決定処分及び重加算税賦課決定処分を行ったことに対し、原告Ｃが、上記更正の一部

及び重加算税賦課決定処分の各取消しを求める事案である。 

 本件のうち、原告Ｂに係る事案は、Ｄが、株式会社Ｅ（以下「Ｅ」という。）に対して借入

債務を負っている各債務者からそれぞれが所有する不動産を譲り受けた上、その代金債務につ

き、当該各債務者がＥに対して負う借入債務のうち、当該各不動産の売買代金に相当する額に

ついて免責的に債務を引き受け、それにより取得した求償権と当該各債務者の売買代金債権を

対当額にて相殺した旨の経理処理を行って法人税の確定申告をしたところ、東京上野税務署長

が、Ｄは、当該各債務者から当該各不動産を譲り受ける前に、既にＥの当該各債務者に対する

貸付債権を譲り受けていたから、当該各不動産の売買において当該各債務者のＥに対する借入

債務について免責的債務引受けをすることはできず、当該各不動産の売買代金と当該各債務者

に対する各債権の取得価額との差額は買取債権回収益として益金の額に算入されるなどとして

法人税の更正及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったことに対し、Ｄの地位を承継した原告

Ｂが、上記更正及び過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。 

１ 法人税法の定め 

 本件に関係する法人税法の定めは、別紙２「法人税法の定め」のとおりである（いずれの条
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文も、平成２２年法律第６号による改正前のもの）。 

２ 前提事実（証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。） 

（１）当事者等 

ア 原告ら 

（ア）原告Ａは、不動産の売買・賃貸・管理及び利用等を目的とする株式会社である。 

 原告Ａの資本金の額は、平成２０年１０月１日から平成２１年９月３０日までの事業

年度（以下「Ａ平成２１年９月期」といい、他の事業年度についても同様に表記する。）、

Ａ平成２２年９月期及びＡ平成２３年９月連結期（以下、これらを併せて「Ａ各事業年

度」という。）を通じて、３億８９６５万円であった（甲Ａ３、乙Ａ１）。 

 原告Ａの株式は、オランダ王国に所在するＦ（以下「Ｆ社」という。）によって１０

０％保有され、Ｆ社は、Ｇ（以下「Ｇ」という。）によってその株式又は出資（以下

「株式等」という。）を１００％保有され、Ｇは、Ｈ（以下「Ｈ社」という。）によって

その株式等を１００％保有されている。 

 Ｈ社の株式等は、３人の個人のみにより保有され、そのうち乙（以下「乙」とい

う。）が６０％の持分を有している。 

（イ）Ｄは、信用調査業務等を目的とする株式会社である（乙Ｂ１）。Ｄの株式は、Ｄの平

成２０年８月１日から平成２１年７月３１日までの事業年度（以下「Ｄ平成２１年７月

期」といい、他の事業年度についても同様に表記する。）、Ｄ平成２１年９月期及びＤ平

成２２年９月期（以下、これらを併せて「Ｄ各事業年度」という。）におけるそれぞれ

末日において、原告Ａにより全て保有されていた（乙Ｂ２ないし４）。 

 原告Ｂは、平成２１年８月●日にＤが資産運用事業及び不動産管理事業に関して有す

る権利義務を引き継ぎ、新設分割により設立された株式会社であり（甲Ｂ７、乙Ｂ５）、

原告Ｂの平成２１年１０月１日から平成２２年９月３０日までの事業年度（以下「Ｂ平

成２２年９月期」という。）末日において、その株式はＤにより全て保有されていた

（乙Ｂ６）。 

 原告Ｂは、平成２５年１月●日付けで原告Ｂを吸収合併後存続する会社として、Ｄを

吸収合併し、これによりＤは解散し、消滅した。 

（ウ）原告Ｃは、平成２０年１２月●日に、原告Ａの全額出資により、信用調査業務等を目

的として資本金の額１０万円で設立された合同会社であり、代表社員及び業務執行社員

は、原告Ａである（甲Ｃ３、弁論の全趣旨）。 

（エ）以上のとおり、原告Ａは、Ｄ及び原告Ｃを含む資本関係を有する法人グループ（以下

「Ｊグループ」という。）を形成していた。 

イ Ｅ等 

（ア）Ｅは、貸金業等を行う株式会社であり、平成２１年２月●日、民事再生手続開始決定

を受けたが、同年３月●日、再生手続廃止決定を受け、同年４月●日、破産手続開始決

定を受けた（乙全１、２）。 

（イ）株式会社Ｋ（以下「Ｋ」という。）は、有価証券の保有及び運用、子会社の経営管理

業等を主たる目的とする株式会社であり、Ｅの筆頭株主であった（乙全２、３）。 

（ウ）株式会社Ｌ（以下「Ｌ」という。）は、子会社管理業を主たる目的とする株式会社で

ある（乙全２、４）。 
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（エ）Ｅは、Ｋ及びＬを含む資本関係を有する法人グループ（以下「Ｅグループ」とい

う。）を形成していた。 

（２）ＥのＤに対する債権譲渡 

ア ＥとＤとの間の債権譲渡契約 

（ア）Ｅは、平成２０年９月２６日付けで、Ｄとの間で、Ｅが有する３７件の貸金債権（不

動産担保付債権）を９億１０３２万１６２２円で譲渡する旨の契約（以下、「本件債権

譲渡契約」といい、これに係る契約書を「本件債権譲渡契約書」という。乙Ｂ７）をし

た。 

 本件債権譲渡契約書には、譲渡対象債権として、Ｍ有限会社（以下「Ｍ」という。）、

Ｎ有限会社（以下「Ｎ」という。）、株式会社Ｏ（以下「Ｏ」という。）及び株式会社Ｐ

破産管財人弁護士丙（以下「Ｐ」といい、４社を併せて「本件各債務者」という。なお、

Ｐについては破産手続開始決定前の同社を指してＰと表記することがある。）に対する

以下の各債権（以下「本件各債権」という。）の記載がある。なお、Ｐは、平成２０年

６月●日、破産手続開始決定を受けた（乙Ｂ２２）。 

ａ Ｍに対する債権（以下「Ｍ債権」という。） 

 貸付日  平成１９年１１月１３日 

 債権残高 １億３５００万円 

 売却額    １３５０万円 

ｂ Ｎに対する債権（以下「Ｎ債権」という。） 

 貸付日  平成１９年７月２７日 

 債権残高 ６億３３００万円 

 売却額    ６３３０万円 

ｃ Ｏに対する債権（以下「Ｏ債権」という。） 

 貸付日  平成１９年８月８日 

 債権残高  １億４６００万円 

 売却額     １４６０万円 

ｄ Ｐに対する債権（以下「Ｐ債権」という。） 

 貸付日  平成１９年９月２７日 

 債権残高       ８億円 

 売却額     ８０００万円 

（イ）本件各債権には本件各債務者の所有する不動産（以下、本件各債務者に対応して順次

「Ｍ不動産」、「Ｎ不動産」、「Ｏ不動産」及び「Ｐ不動産」といい、併せて「本件各不動

産」という。）について、それぞれ本件各債権を被担保債権とする抵当権（以下、併せ

て「本件各抵当権」という。）が設定されていた。 

イ 債権譲渡通知及び債権譲渡登記 

 Ｅは、平成２０年１０月３日、Ｎ、Ｏ及びＰに対し、それぞれ本件債権譲渡契約に基づ

くＮ債権、Ｏ債権及びＰ債権の各譲渡について、内容証明郵便により債権譲渡通知書を送

付した。 

 Ｅ及びＤは、平成２０年１１月１４日、本件債権譲渡契約に基づく債権譲渡について、

債権譲渡登記を行った。 
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（３）本件各債務者からＤへの不動産売買 

ア Ｍ 

（ア）Ｍは、平成２０年１２月２５日付けで、Ｄに対し、Ｍ不動産を代金４０００万円で売

却した（以下、この売買契約を「Ｍ不動産売買契約」という。）。 

 Ｍ不動産売買契約に係る契約書には、Ｄは、ＭがＥに対して負うＭ債権に係る債務の

うち、４０００万円について免責的債務引受けをした上、同免責的債務引受けによりＤ

が取得するＭに対する求償権と、ＭがＤに対して有するＭ不動産売買契約に基づく売買

代金債権とを対当額にて相殺する旨の記載がある。 

（イ）平成２０年１２月２６日付けで、同月２５日売買を登記原因として、ＤにＭ不動産の

所有権移転登記が経由された。 

 平成１９年１１月１３日付けで、Ｍ債権の共同担保として、Ｍ不動産にＥを抵当権者

とする抵当権が設定された旨の登記が経由されていたが、同抵当権の設定登記は、平成

２１年２月１８日付けで、同月１７日解除を登記原因として抹消登記された。 

イ Ｎ 

（ア）Ｎは、平成２１年２月１３日付けで、Ｄに対し、Ｎ不動産を代金１億６０００万円で

売却した（以下、この売買契約を「Ｎ不動産売買契約」という。）。 

 Ｎ不動産売買契約に係る契約書には、Ｄは、ＮがＥに対して負うＮ債権に係る債務の

うち、１億６０００万円について免責的債務引受けをした上、同免責的債務引受けによ

りＤが取得するＮに対する求償権と、ＮがＤに対して有するＮ不動産売買契約に基づく

売買代金債権とを対当額にて相殺する旨の記載がある。 

（イ）平成２１年３月１１日付けで、同年２月１３日売買を登記原因として、ＤにＮ不動産

の所有権移転登記が経由された。 

 平成１９年７月２７日付けで、債権者をＥ、債務者をＮとする債権（債権額６億３５

００万円。なお、Ｎ債権は同債権の残額である。）の共同担保として、Ｎ不動産に抵当

権者をＥとする抵当権が設定された旨の登記が経由されていたが、平成２４年１２月２

７日付けで、平成２０年９月２６日債権譲渡を登記原因として、Ｄを抵当権者とする抵

当権移転登記が経由された。 

ウ Ｏ 

（ア）Ｏは、平成２１年１月３０日付けで、Ｄに対し、Ｏ不動産を代金１５３０万円で売却

した（以下、この売買契約を「Ｏ不動産売買契約」という。）。 

 Ｏ不動産売買契約に係る契約書には、Ｄは、ＯがＥに対して負うＯ債権に係る債務の

うち、１５３０万円について免責的債務引受けをした上、同免責的債務引受けによりＤ

が取得するＯに対する求償権と、ＯがＤに対して有するＯ不動産売買契約に基づく売買

代金債権とを対当額にて相殺する旨の記載がある。 

（イ）平成２１年２月６日付けで、同年１月３０日売買を登記原因として、ＤにＯ不動産の

所有権移転登記が経由された。 

 平成１９年８月８日付けで、Ｏ債権の共同担保として、Ｏ不動産にＥを抵当権者とす

る抵当権が設定された旨の登記が経由されていたが、同抵当権の設定登記は、平成２２

年３月５日付けで、同月４日担保不動産競売による売却を登記原因として抹消登記され

た。 
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エ Ｐ 

（ア）Ｐは、平成２０年１２月１２日付けで、Ｄに対し、Ｐ不動産を代金３億５１００万円

で売却した（以下、この売買契約を「Ｐ不動産売買契約」といい、Ｍ不動産売買契約、

Ｎ不動産売買契約及びＯ不動産売買契約と併せて「本件各不動産売買契約」という。）。 

 Ｐ及びＤは、同日付けで、以下の内容の覚書（以下「本件覚書」という。）を取り交

わした。 

ａ Ｄは、Ｐに対し、売買代金３億５１００万円の一部である１７５５万円（財団組入

相当額）及び８５０万円（消費税相当額）について、Ｐが指定する銀行口座に振り込

む方法、あるいは預手又は現金を交付する方法により、また、３２７１万２９３０円

について、ＤがＰから敷金返還債務全額を承継することの対価請求権（３２７１万２

９３０円）と相殺する方法によりそれぞれ支払う。 

ｂ Ｄは、売買代金３億５１００万円から前記ａの合計額５８７６万２９３０円を除い

た残額である２億９２２３万７０７０円について、Ｐに対する支払に代えて、ＰのＥ

に対する債務８億円のうち２億９２２３万７０７０円をＰから免責的に引き受ける。 

（イ）平成２０年１２月１２日付けで、同日売買を登記原因として、ＤにＰ不動産の所有権

移転登記が経由された。 

 平成１９年９月２７日付けで、Ｐ債権の共同担保として、Ｐ不動産にＥを抵当権者と

する抵当権が設定された旨の登記が経由されていたが、同抵当権の設定登記は、平成２

０年１２月１２日付けで、同日解除を登記原因として抹消登記された。 

オ ＤとＥの間の合意 

 Ｄ及びＥは、本件各不動産売買契約の締結日に、それぞれ同日付けで以下の内容の各合

意書（以下「本件各合意書」といい、本件各不動産売買契約に係る各契約書及び本件覚書

と併せて「本件各合意書等」という。）を取り交わした。 

（ア）本件各債務者のＥに対する債務のうち、本件各不動産の売買代金に相当する金額（Ｍ

不動産につき４０００万円、Ｎ不動産につき１億６０００万円、Ｏ不動産につき１５３

０万円、Ｐ不動産につき３億５１００万円）について、ＤがＥの同意を得て免責的に引

き受ける。 

（イ）免責的債務引受けによるＤの本件各債務者に対する同額の求償権と、本件各債務者の

Ｄに対する売買代金債権とを対当額にて相殺する。 

（ウ）免責的債務引受けによりＤがＥに対して負担することとなる債務については、Ｄを債

権者とし、Ｅを債務者とする平成２０年１０月９日付け準金銭消費貸借契約に基づく債

権（元金６２億８０００万円）と相殺する旨合意する。 

（４）原告Ａと原告Ｃの間の匿名組合契約 

ア 準金銭消費貸借契約の締結 

 原告Ａ及び原告Ｃは、平成２０年１２月１９日付けで、以下の内容の準消費貸借契約

（以下「本件準消費貸借契約」という。）を締結した。 

（ア）原告Ｃは、原告Ａに対して、同日現在で、株式会社Ｑとの平成２０年１２月１６日付

け準金銭消費貸借契約に基づく借入金元本として５億円を支払うべき債務があることを

確認する。 

（イ）原告Ａ及び原告Ｃは、上記（ア）の債務を、金額５億円、弁済期平成２１年１２月１
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８日、利息年６％の割合の約定による消費貸借とすることに合意する。 

イ 出資者を原告Ａとする匿名組合契約の締結 

 原告Ａ及び原告Ｃは、平成２０年１２月１９日付けで、営業者を原告Ｃ、出資者を原告

Ａとする以下の内容の匿名組合契約書（以下「本件匿名組合契約書」といい、これに係る

契約を「本件匿名組合契約」という。）を取り交わした（乙Ａ２）。 

（ア）本件匿名組合契約に基づく匿名組合（以下「本件匿名組合」という。）の事業は、原

告Ｃの営業に関わる全ての行為を対象とする。 

（イ）出資者である原告Ａは、平成２０年１２月１９日、本件匿名組合契約に基づき、本件

匿名組合の事業のために行われる出資金として５億円を、本件準消費貸借契約に係る対

象金額を振り替える形で拠出する。 

（ウ）本件匿名組合契約の計算期間中に本件匿名組合契約に係る事業により原告Ｃに生じた

利益又は損失は、同契約の定めに従い、原告Ａに対して分配される。 

（エ）本件匿名組合の計算期間は営業者である原告Ｃの法人税法上の事業年度が終了し、又

は終了したとみなされる日が到来した日までの期間とする。 

ウ 出資者をＫとする匿名組合契約の締結 

 原告Ｃ及びＫは、平成２０年１２月１９日付けで、営業者を原告Ｃ、出資者をＫとする

匿名組合契約（以下「Ｋ匿名組合契約」という。）を締結した。Ｋ匿名組合契約における

出資金や利益の配当等の内容は本件匿名組合契約と同一である。 

エ 出資の取消処理 

（ア）原告Ａは、平成２１年１２月９日、本件匿名組合契約に基づき原告Ｃに対して行った

出資を取り消した上、本件匿名組合契約締結時（平成２０年１２月１９日）以降の本件

準消費貸借契約に基づく原告Ｃに対する貸付金利息を「未収入金」として追加で計上す

る旨の経理処理（以下「本件出資取消処理」という。）を行った。 

（イ）原告Ｃは、平成２１年１２月２２日、Ｋに対し、Ｋ匿名組合契約に基づき、営業者を

原告Ｃとする匿名組合に係るＣ平成２１年９月期の損益分配額４６億０７２９万９６６

４円が発生したことを通知したが、原告Ａに対しては、損益分配額に係る通知を行わな

かった。なお、Ｋに対する匿名組合損益分配額は、営業者を原告Ｃとする匿名組合の損

益分配額全額と同額であった。 

（５）課税処分の経緯 

ア 原告Ａ 

（ア）原告ＡのＡ各事業年度の法人税の課税処分の経緯は、別表１－Ａのとおりである（以

下、このうち、北税務署長が、平成２５年４月２６日付けでしたＡ平成２１年９月期の

法人税に係る更正を「Ａ平成２１年９月期更正処分」、Ａ平成２２年９月期の法人税に

係る更正を「Ａ平成２２年９月期更正処分」、Ａ平成２３年９月連結期の法人税に係る

更正を「Ａ平成２３年９月連結期更正処分」といい、併せて「Ａ各更正処分」という。

また、北税務署長が、平成２５年４月２６日付けでしたＡ平成２１年９月期の法人税に

係る重加算税の賦課決定処分を「Ａ平成２１年９月期賦課決定処分」、Ａ平成２２年９

月期の法人税に係る過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分を「Ａ平成２２年９月

期賦課決定処分」といい、併せて「Ａ各賦課決定処分」という。）。 

（イ）北税務署長は、平成２５年４月２６日付けで原告Ａに対し、平成２１年９月期以降の
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法人税青色申告承認を取り消す旨の処分（以下「Ａ青色申告承認取消処分」という。）

をした。これに対する異議申立て、異議決定、審査請求及び裁決の経緯は、上記（ア）

と同様である。 

イ 原告Ｂ 

 ＤのＤ各事業年度及び原告ＢのＢ平成２２年９月期の法人税の課税処分の経緯は、別表

１－Ｂのとおりである（以下、このうち、東京上野税務署長が、平成２５年４月３０日付

けでしたＤ平成２１年７月期の法人税に係る更正を「Ｄ平成２１年７月期更正処分」、Ｄ

平成２１年９月期の法人税に係る更正を「Ｄ平成２１年９月期更正処分」、Ｄ平成２２年

９月期の法人税に係る更正を「Ｄ平成２２年９月期更正処分」といい、併せて「Ｄ各更正

処分」という。また、東京上野税務署長が、平成２５年４月３０日付けでしたＢ平成２２

年９月期の法人税に係る更正を「Ｂ平成２２年９月期更正処分」という。さらに、東京上

野税務署長が、平成２５年４月３０日付けでしたＤ平成２２年９月期の法人税に係る過少

申告加算税の賦課決定処分を「Ｄ賦課決定処分」という。）。 

ウ 原告Ｃ 

 原告Ｃの平成２０年１２月●日から平成２１年９月３０日までの事業年度（以下「Ｃ平

成２１年９月期」という。）の法人税の課税処分の経緯は、別表１－Ｃのとおりである

（以下、このうち、北税務署長が、平成２５年４月２６日付けでしたＣ平成２１年９月期

の法人税に係る更正を「Ｃ更正処分」、これに係る重加算税の賦課決定処分を「Ｃ賦課決

定処分」という。また、Ａ各更正処分、Ｄ各更正処分、Ｂ平成２２年９月期更正処分及び

Ｃ更正処分を併せて「本件各更正処分」といい、Ａ各賦課決定処分、Ｄ賦課決定処分及び

Ｃ賦課決定処分を併せて「本件各賦課決定処分」という。）。 

３ 課税処分の根拠 

 本件において被告が主張する本件各更正処分、本件各賦課決定処分及びＡ青色申告承認取消

処分の根拠は、別紙３「課税処分の根拠」記載のとおりである（なお、同別紙において定義し

た略語は、本文においても用いることとする。）。 

４ 争点 

（本案前の争点） 

 Ａ各更正処分の取消しを求める訴えのうち、原告Ａの申告に係る課税標準等を下回る部分又

は翌期へ繰り越す欠損金額を超える部分の取消しを求める部分が適法な訴えか否か［争点１］。 

（本案の争点） 

（１）主として原告Ｂに関する争点 

 本件各債権は、本件各不動産売買契約時及びＰからの破産配当金受領時においてＤに帰属

していたか否か［争点２］。 

（２）主として原告Ａに関する争点 

ア 本件匿名組合契約が有効に成立し、原告Ａに匿名組合分配金が生じていたか否か［争点

３］。 

イ 本件匿名組合契約に係る経理処理において、原告Ａによる隠ぺい仮装行為があったか否

か［争点４］。 

ウ 原告Ａが特定同族会社（法人税法６７条１項）に該当し、課税すべき留保所得金額が生

じていたか否か［争点５］。 
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エ Ａ平成２３年９月連結期において、原告Ａの連結子法人であるＤに、貸倒引当金の計算

等の対象となる債権が存在し、貸倒損失が認められるか否か等［争点６］。 

（３）原告Ｃに関する争点 

ア 原告Ｃに原告Ａからの短期借入金が存在し、支払利息が発生していたか否か［争点７］。 

イ 上記アに関する経理処理において、原告Ｃに隠ぺい仮装行為があったか否か［争点８］。 

５ 争点に関する当事者の主張 

（１）争点１（原告Ａの訴えの適法性）について 

（原告Ａの主張） 

ア 納税者が申告内容を自己に有利に是正するためには、更正の請求の手段によらなければ

ならないという更正の請求の排他性は、納税義務の確定手続のレベルでの排他性にとどま

り、争訟手続のレベルでの排他性ではなく、租税法律主義の実質的な内容として、納税者

の事後的な救済手続は、裁判を受ける権利の実現に資するものでなければならないという

内容が含まれることに鑑みれば、更正処分のうち申告額を超えない部分の取消しを求める

訴えの利益を否定することは許されない。 

 納税者が更正の請求を行っただけでは税額等が自動的・確定的に変更されるわけではな

く、課税庁の更正処分によって初めて税額等の変更がされるし、他方で、更正の請求がさ

れなくても、減額更正処分はされ得る上、増額更正処分の中に減額部分が含まれることも

ある。更正の請求は、納税者が税額等の減額を求める一端緒にすぎず、更正の請求が税額

等の減額が行われるに際しての法律が特に認めた手段であるというのは建前でしかない。 

 税額等の減額部分が含まれる更正処分を受けた場合、これに対する不服申立てや取消訴

訟を行いつつ、減額部分については更正の請求からやり直さなければならないとすれば、

同一の租税債務の確定のために二重の手続を別々に行うことになる不利益があり、また、

租税債務は更正処分の取消訴訟の判決が確定して初めて確定するのであり、租税債務の速

やかな確定は限定的にしか図られないし、更正処分の取消訴訟において減額部分も含めて

租税債務の範囲を終局的かつ一回的に解決することが訴訟経済にも資する。 

イ したがって、原告Ａは、Ａ各更正処分の全てについて訴えの利益があり、原告Ａの訴え

は適法である。 

（被告の主張） 

ア 法人税法及び通則法は、法人税につき申告納税制度を採用し、納税者が申告内容を自己

に有利に是正する手段として、更正の請求という特別の方法を設ける一方、更正の請求に

つき期間制限を設けているのであるが、その趣旨は、法人税の課税標準等の決定について

は、最もその事情に通じている納税義務者自身の申告に基づくものとして、その過誤の是

正は、期間制限を設けた上で法律が特に認めた場合に限ることにより、租税債務のできる

だけ速やかな確定を図る一方、納税義務者に対しても過当な不利益を強いることのないよ

う配慮することにあるものと解される。 

 このような法人税法及び通則法の趣旨に照らせば、納税者が、申告内容を自己に有利に

是正するためには、更正の請求という法律が特に認めた手段によるべきであって、更正の

請求の方法以外にその是正を許さないならば納税義務者の利益を著しく害すると認められ

る特段の事情がない限り、更正の請求の手続を経ることなく、更正処分の取消訴訟におい

て、申告に係る課税標準等を下回る部分の取消しを請求することは許されない。そして、
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この理は、申告に係る翌期へ繰り越す欠損金額を超える部分についても同様と解される。 

 また、増額更正処分に増額部分と減額部分とがある場合において、減額部分が存在する

ことによって申告額を下回る部分を争えないという不利益が納税者に生じるとしても、申

告納税制度における過誤の是正については、最もその事情に通じている納税者が更正の請

求期限内に自ら是正措置をとるべきであるから、これを怠った納税者側が負担すべきもの

である。この場合に、当該下回る部分を常に争うことができるとすれば、租税債務の可及

的速やかな確定を図るという申告納税制度の趣旨を没却するとともに、法定の期限内に更

正の請求を行おうとする納税者との間の公平を失する結果となる。 

イ 原告Ａは、各確定申告について、いずれも法定の期間内に更正の請求をしていない一方

で、Ａ平成２１年９月期更正処分に関しては所得金額につき申告額を下回る部分及び翌期

へ繰り越す欠損金額につき申告額を超える部分、Ａ平成２２年９月期更正処分に関しては

翌期へ繰り越す欠損金額につき申告額を超える部分、Ａ平成２３年９月連結期更正処分に

関しては連結所得金額につき申告額を下回る部分についてまで、その取消しを求めて訴え

を提起している。また、更正の請求の方法以外にその是正を許さなければ原告Ａの利益を

著しく害すると認められる特段の事情もうかがわれない。 

 そうすると、①Ａ平成２１年９月期更正処分のうち、所得金額マイナス１億８３０６万

０４９８円を下回る部分及び翌期へ繰り越す欠損金額２６億０４８２万６９１４円を超え

る部分の取消しを求める部分、②Ａ平成２２年９月期更正処分のうち、翌期へ繰り越す欠

損金額３億５４４１万０７０５円を超える部分の取消しを求める部分、③Ａ平成２３年９

月連結期更正処分のうち、連結所得金額マイナス１億９７６４万１４３２円を下回る部分

の取消しを求める部分については、いずれも不適法である。 

（２）争点２（本件各債権の帰属）について 

（被告の主張） 

ア 本件債権譲渡契約について 

 本件債権譲渡契約の譲渡対象債権には本件各債権が含まれており、Ｄは、本件債権譲渡

契約に基づき本件各債権を取得した。 

イ 本件各合意書等について 

 本件各合意書等には、本件各債権がＥに帰属することを前提としてＤが免責的債務引受

けをする旨の条項や、本件各抵当権がＥに帰属することを前提とする記載があるが、これ

らの各記載は、Ｄに対する租税を回避するために作出された、実体的法律関係を反映しな

いものである。 

 すなわち、Ｅ及びＤとしては、本件各債権の抵当不動産である本件各不動産から本件各

債権を回収することを考えた場合において、本件各債権の一部と、本件各不動産売買契約

に係る代金債務とを対当額において決済処理をする等の方法によれば、本件各債権が本件

債権譲渡契約に基づいてＤに移転しているとの実体的法律関係を前提とすると、Ｄに本件

各債権に係る債権回収益が発生し、納税が避けられない状況にあった。 

 そのため、かかる債権回収益に対する課税を回避するためには、本件各債権がいまだＥ

に帰属していることを前提として、Ｄが免責的債務引受けを行った上、取得する求償権と

本件各不動産売買契約に係る代金債務とを対当額において相殺する方法により支払う旨の

外観を作出する必要があった。 
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 他方、本件各債務者としては、本件各不動産売買契約を通して本件各債権の一部が有効

に消滅し、二重払いの危険を負担しないのであれば、実体上の権利関係とは異なる外観を

作出することに協力することは十分考えられるものであるところ、本件各合意書等におい

て、免責的債務引受けに基づきＤが取得する求償権と本件各債務者のＤに対する本件不動

産売買契約に係る各売買代金債権とが対当額で相殺されることが明示されていることに鑑

みれば、本件各債務者において本件各債権に係る債務をＤとＥに払うという二重払いの危

険は生じなかった。 

 そうすると、本件各合意書等に、本件各債権がＥに帰属することを前提とした免責的債

務引受けの定め等があることは、Ｄに対する課税を回避するための便法として実体的法律

関係を反映しない外観を作出した結果にすぎないものと解するのが相当であるから、かか

る記載は本件各債権が本件債権譲渡契約によりＤに譲渡されていることを否定する事情と

はならない。 

ウ 譲渡対象債権の変更又は合意解除について 

 平成２０年１１月１４日にＥ及びＤが行った本件債権譲渡契約を原因とする債権譲渡登

記について、本件債権譲渡契約に係る再度の債権譲渡登記も一部抹消登記（動産及び債権

の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律１０条１項２号）も行われていない。

また、本件債権譲渡契約の対価は、譲渡対象債権残高の合計額の一律１０分の１と設定さ

れており、譲渡対象債権の数に応じて変動するものである。そうすると、仮に、本件各不

動産売買契約によって本件債権譲渡契約の譲渡対象債権が変更されたのであれば、Ｄは、

自らに帰属することのない本件各債権の対価（合計１億７１４０万円）をＥに対して過大

に支払っていることになるのであるから、変更されたとする本件各不動産売買契約の時点

において、過払分の代金の払戻し等の精算処理が行われて然るべきであるが、そのような

精算処理も行われていない。 

 以上によれば、本件各不動産売買契約によって本件債権譲渡契約の譲渡対象債権が変更

されたとか合意解除されたとは認められない。 

エ Ｅ破産管財人の否認権について 

 そもそも、Ｅ破産管財人は、Ｄに対し、破産法１６８条４項に基づく価額償還請求を行

ったものであり、本件債権譲渡契約に基づく債権譲渡の効果自体に何らの影響は生じてい

ないから、本件債権譲渡契約に基づく本件各債権の譲渡が否認権の行使により遡及的に無

効となる旨の原告Ｂの主張は、前提を欠くものである。 

 この点をおくとしても、破産法上の否認権行使による原状回復の効果は、破産財団の原

状回復のために必要な範囲にとどめて取引の安全を保護する必要があることから、行使の

相手方との関係でのみ相対的に生ずると解されているのであり、破産法１６７条の規定を

もってしても、私法上、本件債権譲渡契約が遡及的に無効となるものではない。 

オ 益金への算入 

（ア）上記アのとおり、Ｄは本件債権譲渡契約に基づいて本件各債権を取得しており、同債

権は、本件各不動産売買契約時点においてＤに帰属するから、本件各合意書等をもって

債権者であるＤが本件各債権に係る債務を免責的に引き受けることはできない。 

 もっとも、本件各不動産がそれぞれ本件各債権の抵当不動産であることに鑑みれば、

本件各不動産売買契約の当事者であるＤ及び本件各債務者が、売買代金の支払方法につ
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いて本件各合意書等を作成した趣旨は、要するにＤが本件各不動産売買契約に係る各売

買代金の支払に代えて、本件各債権に係る債務の一部を負担することにより、Ｄが本件

各不動産を取得することを通じて、本件各債権の一部を回収することにあると解するの

が合理的である。 

 そうすると、本件各債権がＤに帰属することを前提とし、本件各合意書等の記載に表

れた当事者の意思を合理的に解釈すれば、Ｄと本件各債務者は、それぞれ本件各不動産

売買契約に係る各売買代金債権と本件各債権を対当額で相殺する旨の合意をしたものと

評価できる。 

 以上によれば、Ｄは本件各不動産売買契約に係る各売買代金の決済を通じて、本件各

債権のうち代金相当額（Ｐ不動産売買契約においてはその一部）を回収したと認められ

る。 

（イ）上記の本件各債権の回収額と取得価額との差額（債権回収益）は法人税法２２条２項

に規定する収益の額として本件各不動産売買契約が締結されたＤ平成２１年７月期の益

金の額に算入すべきこととなる。 

 また、Ｄは、平成２１年１１月３０日及び同年１２月２日に、Ｐ債権につき、それぞ

れ株式会社Ｒ（以下「Ｒ債権管理」という。）を通じてＰから１１００万円及び２７万

５２６７円の合計１１２７万５２６７円の破産配当金を受領しており、上記（ア）にお

いてＤはＰ債権につき、その取得価額に相当する金額を回収し、既に債権回収益が生じ

ているため、これら配当金の全額について、Ｄに回収益が生じている。したがって、Ｄ

が受領したと認められる上記合計金額１１２７万５２６７円は、法人税法２２条２項に

規定する収益の額として、Ｄ平成２２年９月期における益金の額に算入すべきこととな

る。 

（原告Ｂの主張） 

ア 本件債権譲渡契約について 

 本件債権譲渡契約は、対象債権が同契約書の別紙債権目録として列挙され、合計３７件

もの債権が一括して譲渡されており、売買代金が一律に債権残高の１０％とされており、

典型的なバルクセールである。そのため、ＤとＥは、債権の個性に着目してどの債権を譲

渡すべきかという観点ではなく、Ｅの資金調達にとってどの範囲の債権を対象とする必要

があるかという観点から対象債権を検討し、本件債権譲渡契約が締結される直前まで、対

象債権の選定作業がされた。当初、総額約１００億７０００万円相当の債権を譲渡対象と

していたが、対象債権の一部が既に回収済みであることが判明したため、総額９９億４３

２１万６２２４円とされた後、９１億４９４０万円と確定したのであり、対象債権の選定

過程では、どの債権が既に回収済みであるのかも定まっておらず、流動的な状態であった

ところ、最終的には本件債権譲渡契約の対象に本件各債権は含まれなかった。 

 また、Ｅは、平成２０年秋頃には既に業績悪化に伴う資金難に陥っており混乱状態にあ

り、本件債権譲渡契約は、かかる混乱状態における資金難への対処として行われた。その

ため、その頃された同年１１月１日付け債権譲渡においては、債権譲渡登記も放置された

り、ようやくされた同登記の登記原因日の記載に誤りがあったり、譲渡していない債権が

同登記に含まれたり、譲渡した債権が同登記に含まれていなかったりした。 

 このような経緯から、本件債権譲渡契約書に誤って本件各債権が記載されてしまったも
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のであり、本件債権譲渡契約の対象に本件各債権は含まれない。なお、公的な立場にある

Ｐ破産管財人は、Ｐ不動産売買契約を締結するに際して、破産裁判所に対する許可申立て

において、別除権者をＥとし、Ｅが債権者であると認識していたのである。 

イ 本件各合意書等について 

 Ｄは、本件各不動産売買契約において、本件各債務者のＥに対する借入債務について免

責的債務引受けを行い、これによる求償権と不動産の代金支払債務とを相殺したところ、

かかる免責的債務引受けは、本件各債権がＥに帰属しているからこそ可能なものであり、

このことは、本件債権譲渡契約の対象に本件各債権が含まれていないことの証左である。

本件各債務者は、全くの外部の第三者であり、このような第三者も関与して合意している

以上、かかる合意こそ真実である。また、本件各合意書において、本件各債権及び本件各

抵当権がＥに帰属していることが確認された上で、Ｅにより本件各抵当権の解除がされて

おり、このことも、本件各債権がＥに帰属していたことを示すものである。 

ウ 譲渡対象債権の変更又は合意解除について 

 先行行為と後行行為で矛盾する行為が行われた場合、後行行為によって先行行為の意味

を覆滅させ、後行行為こそが真に自らの意思を表示した行為であると解することが、当事

者の合理的意思解釈として適当であるところ、本件各合意書等において、ＥとＤは、Ｅが

本件各債権の債権者であることを当然の前提としており、第三者である本件各債務者もＥ

が債権者であると認識しているから、後行の本件各不動産売買契約において譲渡対象債権

の変更がされたか、本件債権譲渡契約における本件各債権の譲渡は合意解除されたと評価

するのが合理的である。 

 なお、Ｅは、遅くとも平成２０年秋以降は資金繰りに奔走する状態となり混乱に陥り、

破産手続への移行や否認権行使の訴訟の係属という事態となり、債権の帰属は極めて不透

明な状況に置かれ未精算のままとなったにすぎない。 

エ Ｅ破産管財人の否認権について 

 本件債権譲渡契約は、Ｅ破産管財人によって、否認請求がされ、同行使時をもって否認

の効果が生じ、被産法１６７条１項により、本件債権譲渡契約は遡及的に無効となった。 

オ 小括 

 以上のとおり、本件各債権はＥに帰属しＤに帰属するものではなく、Ｄにおいて買取債

権回収益の計上漏れの事実はない。 

（３）争点３（本件匿名組合契約の成否等）について 

（被告の主張） 

ア 本件匿名組合契約の成立 

（ア）原告Ａ及び原告Ｃは、それぞれ本件匿名組合契約締結に係る内部手続を経た上で、会

社印を押印して本件匿名組合契約書を作成しており、本件匿名組合契約書は真正に成立

したものである。そして、本件匿名組合契約書が作成された以降も、当初は本件匿名組

合契約が成立していることを前提に原告Ａの決算処理が進められていた。 

 そもそも、原告Ｃは、密接な関係にあったＪグループ及びＥグループ双方の租税回避

を目的として設立された合同会社であり、多額の繰越欠損金を有する原告Ａ及びＫが原

告Ｃに出資を行い、その繰越欠損金の範囲内において分配益の配当を受けることにより、

Ｊグループ及びＥグループ双方内において租税を回避することが想定されていたのであ
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り、原告Ａは、本件匿名組合契約を締結する動機を有していた。 

（イ）Ａ平成２１、２２年９月期において、繰越欠損金額が多額なため、納付すべき法人税

額は発生しない状況が想定されていたが、原告Ａは、Ｓに不動産を売却したことにより、

Ａ平成２１年９月期の決算を準備している最中の平成２１年１２月９日に、合計１２億

２４６１万５９６８円の固定資産売却益を計上した。その結果、本件匿名組合に係る分

配益を計上してしまうと、Ａ平成２１年９月期の納税は発生しないが、繰越欠損金額は

数億円程度に減少し、Ａ平成２２年９月期には上記固定資産売却益により繰越欠損金額

は全て所得金額から控除され、納付すべき法人税額が発生することは明らかであった。

他方、Ｋにおいては、通常の事業の範囲内であれば、今後においても納付すべき法人税

額の発生には至らない状況を作出できることが想定された。 

 そのため、本件匿名組合契約に係る分配益によって生じる課税を回避し、原告Ｃ設立

の際に想定されていたとおりＥグループにおいてもＪグループにおいても、納税が発生

しない状況を実現するために、本件出資取消処理により、本件匿名組合契約に対する出

資を取り消し、分配益を計上しないこととしたものである。 

（ウ）以上のとおり、本件匿名組合契約書は真正に成立したものである上、本件匿名組合契

約が成立したことを推認させる事情が多数存在するのであって、これは有効に成立した

ものである。 

イ 本件匿名組合契約に係る分配益 

（ア）本件匿名組合契約においては、出資者（原告Ａ）は、本件準消費貸借契約に係る債権

額である５億円を振り替える方法で５億円を出資することとされ、原告Ａにおいて、そ

の旨の経理処理が行われていたから、原告Ａは、本件準消費貸借契約に係る債権額を振

り替えることによって５億円の出資を行ったものである。 

（イ）匿名組合員は、匿名組合契約に定められた計算期間ごとに、営業者の営業において最

終的に計算された利益の額が匿名組合契約に係る損益計算によって確定し、任意組合に

関する規定（民法６７４条）を類推して、出資額の割合により分配を受けることになる。 

 本件において、原告Ａ及びＫのいずれも出資額は５億円であるほか本件匿名組合契約

及びＫ匿名組合契約の条件に差、利益の分配について別段の取決めもないから、原告Ａ

においては、本件匿名組合においてＣ平成２１年９月期に生じていた匿名組合損益分配

額４６億０７２９万９６６４円のうち２分の１（２３億０３６４万９８３２円）につい

て分配益が生じることとなり、当該分配益は益金に算入される。 

（ウ）法人税法２２条の解釈として、法人税基本通達１４－１－３は、法人が匿名組合員で

ある場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額については、現実に利益の

分配を受けていない場合であっても、匿名組合契約によりその分配を受けるべき部分の

金額をその計算期間の末日の属する事業年度の益金の額に算入する旨定めるところ、か

かる通達の定めは、匿名組合契約に定められた計算期間ごとに当該期間にかかる損益計

算に基づき利益分配請求権が確定的に発生するという、上記（イ）で述べた同請求権の

法的性格に照らして妥当なものである。 

 そうすると、原告Ａは、現実に利益の分配を受けていない場合であっても、匿名組合

契約によりその分配を受けるべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事業年度の

益金の額に算入しなければならないというべきである。 
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（原告Ａの主張） 

ア 本件匿名組合契約書が真正に成立したものではないこと 

（ア）Ｊグループは、不良債権の資金化を推し進めたかったＥから不良債権のバルク売却の

話を持ちかけられ、原告Ａ代表取締役の丁は、経営管理部長の戊（以下「戊」とい

う。）に対し、原告Ｃにおいて不良債権を買い取り、原告ＡとＫが匿名組合出資を行う

内容で契約書の作成を行うように指示した。 

 しかし、丁は、Ｊグループは、投資家より資金を集めた上で不良債権を購入し、その

不良債権を用いて利益を生み出すという営業者的立場でのプロフェッショナル化を目指

しており、Ｊグループが営業者かつ投資家となった場合、他の投資家から見て公平性を

欠くと思われることを懸念し、営業者という立場に徹した方が投資家を募りやすくビジ

ネスとしても発展していくだろうという判断で、匿名組合が開始される直前に、原告Ａ

が出資することは取り止めることを決断し、その旨、戊に指示した。 

 しかし、丁の指示は原告Ａの経理部に正しく伝わらず、また、経理部においては、従

前、原告Ａが匿名組合に出資するという話を聞いていたため、そのように勘違いした上、

丁が非常に多忙であったため、経理部において代表印や丁個人の印鑑を管理し、口頭の

やり取りのみで経理部が押印する慣習となっていたため、経理部が本件匿名組合契約書

に原告Ａの押印をし、原告Ｃに対する短期貸付金を出資金に振り替える処理を行ってし

まった。 

 したがって、本件匿名組合契約書は、丁の意思に基づいて作成されたものではなく、

真正に成立したものではない。 

（イ）原告Ａは、原告Ｃの親会社であり、両社はいずれもＪグループに属するものであるか

ら、特に短期貸付金を処理する必要はなく、また、レジャー事業による安定的な収入や

収益物件による安定的な賃料収入があり、匿名組合の分配益が必要な状況になかったた

め、原告Ａが匿名組合出資を行う必要は全くなく、その動機はなかった。 

（ウ）原告Ａは、もとより匿名組合出資の意向を有しておらず、不動産売却益の発生に伴う

課税を回避するために本件出資取消処理を行ったものではない。 

イ 本件匿名組合契約に係る分配益 

（ア）匿名組合員は、民法上の組合と異なり、共同事業者ではなく、単なる出資者であり、

最高裁平成●●年（○○）第●●号同２７年６月１２日第２小法廷判決・民集６９巻４

号１１２１頁参照（以下「平成２７年最判」という。）は、匿名組合員が受け取る利益

の分配は、出資に対する配当の性質を有するとしている。 

 原告Ａは、本件匿名組合契約上、営業者の営む事業の重要な意思決定に関与すること

はできず、共同事業者としての地位を認めることはできない。原告Ａは、出資者として

の地位を有するにとどまり、受け取る利益の分配は、配当の性質を有する。 

（イ）資本からの所得は、リターンを実際に受け取った段階で初めて課税が行われる。 

 匿名組合は、営業者の営む事業に係る一種の事業体としての役割を果たしており、匿

名組合員に対する利益の分配は、配当の性質を有するから、匿名組合事業において生じ

た利益が直接匿名組合員に帰属するのではなく、匿名組合員に実際に配当がされたとき

に初めて権利確定といえる程度の具体的権利として認識される。平成２７年最判は、匿

名組合事業について生じた利益が匿名組合員に配賦されることを否定したのであり、法
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人税基本通達１４－１－３の考え方は、平成２７年最判により否定されたものである。 

（ウ）本件匿名組合には約４６億円の利益が生じているが、その全額がＫに分配されており、

原告Ａには１円も分配されていないから、本件匿名組合契約に係る分配益が益金に算入

されることはない。 

（４）争点４（原告Ａの隠ぺい仮装行為の有無）について 

（被告の主張） 

 上記（３）（被告の主張）のとおり、原告Ａには、本件匿名組合契約に基づく分配益が発

生していたのであるから、これを収益として計上する必要があり、さらに、原告Ａにおいて、

当初は本件匿名組合契約が成立していることを前提として決算処理の手続が進められていた

ことに照らせば、本件匿名組合契約にかかる分配益を収益として計上すべきことを認識して

いたといえる。 

 しかし、原告Ａは、決算終了後２か月以上も経過した平成２１年１２月９日になってから、

実際には存在する本件匿名組合契約にかかる出資金を遡って取り消す本件出資取消処理を行

った上、出資金が当初から存在しないものとして分配益を故意に収益として計上せず、その

帳簿に基づいて納税申告書を提出した。 

 したがって、原告Ａの当該行為は、通則法６８条１項に該当し、また、法人税法１２７条

１項３号にも該当する。 

（原告Ａの主張） 

 争う。 

（５）争点５（原告Ａの特定同族会社該当性）について 

（被告の主張） 

ア 原告Ａは、Ｆ社がその株式等の１００％を保有していることから、被支配会社に該当す

る。 

 また、Ｈ社は、乙に６０％の株式等を保有されていることから被支配会社に該当し、Ｇ

及びＦ社は、いずれもＨ社に直接又は間接にその株式等の１００％を保有されていること

から、原告Ａが被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等のうちに、法

人税基本通達１６－１－１の定める「被支配会社でない法人」はない。 

 そして、原告Ａの資本金の額は、Ａ各事業年度を通じて３億８９６５万円であったから、

原告Ａは、法人税法６７条１項に規定する特定同族会社に該当する。 

 上記（３）（被告の主張）のとおり、本件匿名組合契約は有効に成立しており、Ａ平成

２１年９月期において、原告Ａに本件匿名組合に係る分配益が生じていたから、当該分配

益は原告Ａの留保所得金額に該当する。 

イ 法人税法６７条は、特定同族会社の一定額を超える留保金額につき、一律に所定の金額

に応じた特別税率を課すこととしているため、同条には「株主が法人に蓄積された利益を

自由に配当することができない場合を除く」、「不当な留保である場合に限る」等の文言は

存せず、そのため、たとえ特定同族会社に該当しない法人において不当な留保がされ、多

額の留保金額が生じていたとしても、当該法人に同条の規定による留保金課税が適用され

ることはない。そうすると、法人税法６７条は、株主が法人に蓄積された利益を自由に配

当することが法的に可能か否か、また、不当な留保であるか否か、といった事情を一切考

慮することなく、同条の定める一定の客観的な課税要件を満たした特定同族会社に対して
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課税することを予定した規定であると解すべきである。 

 上記アのとおり、原告Ａは特定同族会社に該当し、課税されるべき留保金額が生じてい

たのであるから、法人税法６７条の規定に基づく特別税率が原告Ａに課されることは、文

理解釈上明らかである。 

ウ 上記イの点をおくとしても、マン島の２００８年保険法（以下「マン島保険法」とい

う。）やコモン・ローは、原告Ａの利益を配当することを制限するものではなく、また、

Ｇの長期事業の債務を超える資産について配当を制限するものでもなく、さらに、法令上、

保険会社に債務の履行に備えた一定の金額の保持が要請されていること、及び剰余金の配

当に一定の制限があることは、我が国においても同様である。したがって、留保金課税の

適用に際し、マン島保険法やコモン・ローによる配当制限を根拠とする原告Ａの主張には

理由がない。 

（原告Ａの主張） 

ア 留保金課税（法人税法６７条１項）の立法趣旨は、故意的な課税の減免ないし課税繰り

延べを防止することにあり、この趣旨からすれば、留保金課税がされるのは、支配的な株

主等が、法人に蓄積された利益を自由に配当できることが最低限の前提となる。そして、

支配的な株主等が法人に蓄積された利益を自由に配当できることという要件は、被告が立

証責任を負う。 

イ Ｇは、マン島内及びマン島を起点として、保険事業を行うことが認められた認可保険会

社であり、制定法やコモン・ローに沿った規制を受ける結果、Ｇの長期事業の受領金は、

Ｇ長期事業ファンドにおいて運営され、Ｇの長期事業に対してのみ運用されなければなら

ないという規制を受ける（マン島保険法１９条、２０条）。そして、Ｇが保有するＦ社株

式は、Ｇ長期事業ファンドの資産であり、Ｆ社株式に関してＧに支払われた配当金は、Ｇ

長期事業ファンドにおいてＧの長期事業にのみ運用することが許されるのであって、これ

を自由にＧの株主であるＨ社や、Ｈ社の株主である乙に対して配当することは禁止されて

いる。 

 したがって、乙は、自己が支配するＨ社を介してＧが保有するＦ社株式やこれに関する

配当を自由に受け取ることはできない。 

ウ 以上のとおり、原告Ａに対する留保金課税は許されない。 

（６）争点６（原告Ａの貸倒損失の有無）について 

（被告の主張） 

ア Ｄ及び原告Ｂは、Ｄ各事業年度及びＢ平成２２年９月期の貸倒引当金の繰入限度額の計

算において、本件各債権の取得価額を各事業年度末に有する金銭債権の額に含めているが、

上記（２）（被告の主張）のとおり、本件各債権の取得価額を超える金額がＤ平成２１年

７月期中に回収され、法人税法５２条に規定するＤ各事業年度及びＢ平成２２年９月期終

了の時においてＤ及び原告Ｂが有する本件各債権の金額又は税務上の帳簿価額は０円とな

ることから、本件各債権の取得価額は、Ｄ各事業年度及びＢ平成２２年９月期の貸倒引当

金の繰入限度額の計算の基礎とされる金銭債権の額に含まれないこととなる。 

 同様に、原告Ａについても、その連結子法人であるＤにおいて、本件各債権の回収によ

って、貸倒実績率の計算の基礎とした前３年以内事業年度末における一括評価金銭債権の

帳簿価額の合計額が減算されること及びＰ債権の帳簿価額が０円となっていることから、
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Ａ平成２３年９月連結期において、貸倒引当金の繰入限度額を超過した繰入額を益金の額

に加算することとなる。 

イ Ｄは、Ａ平成２３年９月連結期に、Ｐ債権３４３６万２３６７円を回収不能であるとし

て貸倒損失に計上したが、上記（２）（被告の主張）のとおり、回収され帳簿価額が既に

０円となっているＰ債権について貸倒損失が発生し得ないから、貸倒損失の計上は認めら

れず、同額は、Ａ平成２３年９月連結期の法人税の計算上、益金の額に加算されることと

なる。 

ウ 以上のとおり、Ａ平成２３年９月連結期に、原告Ａの連結子法人であるＤに、貸倒引当

金の計算等の対象となる債権は存在しないこととなるから、原告Ａに貸倒損失は認められ

ない。 

（原告Ｂ及び原告Ａの主張） 

 上記（２）（原告Ｂの主張）のとおり、本件各債権はＤに確定的に譲渡されておらず、本

件各不動産売買契約における売買代金は、本件各債権の回収益となるものではなく、本件各

債権の金額又は税務上の帳簿価額は０円とはならない。したがって、本件各債権は、貸倒引

当金の繰入限度額の計算の基礎に含まれ、貸倒損失が認められる。 

（７）争点７（原告Ｃの支払利息の有無）について 

（被告の主張） 

 上記（３）（被告の主張）のとおり、本件匿名組合契約は有効に成立しており、原告Ａは、

同契約に基づき、原告Ｃに対する本件準消費貸借契約に係る短期貸付金を出資金に振り替え

たことにより、原告Ｃにおける本件準消費貸借契約に係る短期借入金は消滅した。 

 したがって、同契約日以降、原告Ｃの原告Ａに対する借入金は存在しないのであるから、

原告Ｃが原告Ａに支払うべき利息が存在し得ず、当該金額は損金の額に算入されない。 

（原告Ｃの主張） 

 上記（３）（原告Ａの主張）のとおり、本件匿名組合契約は成立しておらず、原告Ｃの原

告Ａに対する短期借入金は消滅していないから、原告Ｃが原告Ａに支払った利息は存在し、

損金の額に算入される。 

（８）争点８（原告Ｃの隠ぺい仮装行為の有無）について 

（被告の主張） 

 平成２１年１２月９日以前は、原告Ａにおいては本件準消費貸借契約に係る短期貸付金が

存在しないものとして決算準備が進められていたこと、「Ｃ会社分割計画」と題する書面

（乙Ａ１３の１・２）においても、本件匿名組合契約及びＫ匿名組合契約に係る出資金は１

０億円である旨明記されていること、さらに、原告Ｃの代表社員が原告Ａであり、その職務

執行者である丁が原告Ａの代表取締役でもあることを踏まえれば、原告Ｃは、原告Ａに対す

る短期借入金が存在しないことを認識していたといえる。 

 以上に加え、本件匿名組合契約の締結及び本件準消費貸借契約に係る貸付金の出資金への

振り替えは、Ｅグループ及びＪグループ双方の租税回避を意図して実施された、原告Ｃの短

期借入金を消滅させるものであることに照らすと、原告Ａが将来生じる課税を回避するため

に本件出資取消処理を行ったこととつじつまを合わせる形で、同時期に原告Ｃにおいても、

実際には発生していない支払利息を、あえて遡及して計上する経理処理を行ったものと解す

るのが相当である。 
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 そうすると、原告Ｃは、発生していない支私利息を故意に損金の額に算入するという、事

実と相違する経理処理を行ったのであるから、原告Ｃによる当該行為は隠ぺい仮装行為と評

価することができる。 

（原告Ｃの主張） 

 上記（３）（原告Ａの主張）のとおり、原告Ａによって短期貸付金が存在しないものとし

て決算準備がされていたこと等は、原告Ａの主張によっても矛盾せず、また、原告Ａの本件

出資取消処理は、租税回避のためにされたものではなく、もとより出資の意向を有していな

かったためにされたものである。 

 原告Ｃは、事実と相違する経理処理を行ったものではなく、隠ぺい仮装行為は存在しない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（原告Ａの訴えの適法性）について 

（１）法人税のように納付すべき税額の確定手続につき申告納税方式によることとされている国

税においては、納付すべき税額は、原則として納税者の申告により確定し（通則法１５条、

１６条１項１号、２項、法人税法７４条）、納税者が、確定申告をした後、所得金額や納付

すべき税額等につき申告した額が過大であったとして（翌期へ繰り越す欠損金額については

申告した額が過小であったとして）その誤りの是正を求めるためには、所定の期間に更正の

請求を行うことが必要である（通則法２３条）。このように申告納税制度が採られている国

税において、確定申告書に記載された事項の過誤の是正につき更正の請求という特別の手続

が設けられているのは、課税標準等の決定は最もその間の事情に通じている納税者自身の申

告に基づくものとし、その過誤の是正は、法律が特に認めた場合に限るものとすることが租

税債務を可及的速やかに確定させるべき国家財政上の要請に応ずるものであり、納税者に対

しても過当な不利益を強いるおそれがないからであると解される（最高裁昭和●●年（○

○）第●●号同３９年１０月２２日第一小法廷判決・民集１８巻８号１７６２頁参照）。 

 このような更正の請求の手続が設けられた趣旨に照らすと、確定申告後、増額更正処分を

受け、その取消しを求める場合、既に自ら確定申告をしている以上、確定申告に係る所得金

額や納付すべき税額等を下回る部分（翌期へ繰り越す欠損金額については上回る部分）まで

の取消しを求めるには更正の請求を経ておくことが必要であって、更正の請求を経ていない

ときには、申告の錯誤が客観的に明白かつ重大であって法の所定する方法以外にその是正を

許さなければ納税義務者の利益を著しく害すると認められるといった特段の事情がない限り、

確定申告に係る所得金額や納付すべき税額等を下回る部分（翌期へ繰り越す欠損金額につい

ては上回る部分）までの取消しを求める訴えは、不適法であるというべきである。 

（２）本件において、原告Ａは、Ａ各更正処分の取消しを求めるところ、①Ａ平成２１年９月期

更正処分のうち、欠損金額１億８３０６万０４９８円、翌期へ繰り越す欠損金額２６億０４

８２万６９１４円を上回る部分の取消しを求める部分、②Ａ平成２２年９月期更正処分のう

ち、翌期へ繰り越す欠損金額３億５４４１万０７０５円を上回る部分の取消しを求める部分、

③Ａ平成２３年９月連結期更正処分のうち、連結欠損金額１億９７６４万１４３２円を上回

る部分の取消しを求める部分については、確定申告に係る額を上回るものであり（別表１－

Ａ）、原告Ａは更正の請求をしていない（争いがない）。また、この点につき上記（１）の特

段の事情も認められない。したがって、上記①ないし③の各部分は、いずれも不適法な訴え

である。 
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（３）Ａ各更正処分は、所得金額について加算した部分と減算した部分とがあるところ（別表２

－Ａ）、原告Ａが上記減算部分に対応する範囲については、更正の請求を経なくても、Ａ各

更正処分の取消しを求める訴えにおいて、確定申告に係る欠損金額及び翌期へ繰り越す欠損

金額を上回る部分の取消しを求めることができるというべき根拠はない。通則法２９条１項

において、増額更正は、既に申告によって確定した納付すべき税額に係る部分の国税につい

ての納付義務に影響を及ぼさないとされる以上、更正の請求を経ない増額更正の取消しを求

める訴えにおいて、申告による納付すべき税額及び納付義務の確定が妨げられるものと解す

ることはできない。 

 また、このように解したとしても、原告Ａが更正の請求をしていないという以上、原告Ａ

にとって過当な不利益を強いるものではないし、原告Ａが更正の請求をすれば、Ａ各更正処

分の取消しを求める訴えにおいて、更正の請求に係る税額等を超える部分の取消しを求める

ことができると解されるから、原告Ａが指摘するように、これと更正の請求に理由がない旨

の通知処分の取消しを求める訴えの二重の手続を別々に行うことにはならない。 

 以上のとおり、原告Ａの主張を採用することはできない。 

２ 争点２（本件各債権の帰属）について 

（１）認定事実 

 前提事実に加え、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることがで

きる。 

ア Ｄの代表取締役Ｔは、平成２０年９月２６日、Ｅから本件各債権を含む３７件の不動産

担保付債権を買い取る旨決定し（乙Ｂ９）、Ｄ及びＥは、同日付けで本件債権譲渡契約を

した（前提事実（２）ア（ア））。 

イ Ｅは、平成２０年１０月３日、Ｎ、Ｏ及びＰに対し、それぞれ本件債権譲渡契約に基づ

くＮ債権、Ｏ債権及びＰ債権の各譲渡について、内容証明郵便により債権譲渡通知書を送

付した。 

 Ｅ及びＤは、平成２０年１１月１４日、本件債権譲渡契約に基づく債権譲渡について、

債権譲渡登記を行った。（前提事実（２）イ） 

ウ Ｄは、Ｄ平成２１年７月期の経理処理として、平成２０年９月２６日付けで、本件債権

譲渡契約に基づいてＥから譲り受けた各債権を、「買取債権」として債権残高の合計額

（合計９１億０３２１万６２２４円）にて一括して資産に計上し（乙Ｂ１４の１）、平成

２１年７月３１日付けで、本件債権譲渡契約に基づいてＥから譲り受けた各債権の債権額

を、個別の各債権ごと（本件各債権を含む。）に債権残高の合計額から購入額へ振り替え

る経理処理をした（乙Ｂ１４の２）。なお、Ｄは、同日付けで、Ｐ債権の借方科目名を

「買取債権」から「破産更正債権」へと振り替えた（乙Ｂ１４の３）。 

エ 本件各不動産について、本件各不動産売買契約を原因として、本件各債務者からＤへの

所有権移転登記がされた（甲Ｂ５の１ないし４）。 

 Ｄ及びＥは、本件各合意書等の作成に際して、本件各債権がＤに譲渡されていないこと

を前提とする精算処理をしていない（弁論の全趣旨）。 

オ Ｅは、平成２１年４月●日、破産手続開始決定を受けたところ（前提事実（１）イ

（ア））、Ｅの破産裁判所は、同年６月３日、Ｅ破産管財人がＤに対して申し立てた本件債

権譲渡契約の否認の請求につき、破産法１６８条４項に基づく価額償還請求を認容する旨
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の決定をした（甲Ｂ６）。 

カ Ｄは、Ｒ債権管理を通じてＰから、平成２１年１１月３０日に１１００万円、同年１２

月２日に２７万５２６７円の破産配当金を受領した（乙Ｂ１５）。 

（２）本件各債権の帰属について 

ア Ｄの代表取締役は、本件各債権を買い取る旨決定し、本件債権譲渡契約が締結されたと

ころ（認定事実ア）、本件債権譲渡契約書には、譲渡対象債権として本件各債権の記載が

あり、本件各債権それぞれの売却額も記載されている上（前提事実（２）ア）、Ｅにより

Ｎ、Ｏ及びＰに対して債権譲渡通知がされ、本件債権譲渡契約について債権譲渡登記がさ

れ（認定事実イ）、Ｄにおいて本件各債権を買い取った旨の経理処理がされたのであって

（認定事実ウ）、本件各債権は、本件債権譲渡契約により、Ｄに譲渡されたものと認めら

れる。 

イ 原告Ｂは、本件債権譲渡契約書に誤って本件各債権が記載されてしまったと主張するが、

本件債権譲渡契約の譲渡対象債権は、３７件にすぎず、本件各債権についてそれぞれの売

却額も定められ、本件債権譲渡契約を前提とする債権譲渡通知や債権譲渡登記もされたと

いう以上、本件債権譲渡契約書に誤って本件各債権が記載されたなどとは到底考えられな

い。本件債権譲渡契約書に誤って本件各債権が記載されたのであれば、その誤りが認識さ

れた後、本件各債務者に対してその旨の通知がされ、債権譲渡登記の抹消登記がされるべ

きところ、そのようなことがされた形跡はないし、ＥとＤとの間で正しい内容の債権譲渡

契約書が作成し直されたり精算処理がされたりした形跡もない。原告Ｂの上記主張を採用

することはできない。 

ウ 本件各合意書等には、本件各債権がＥに帰属するものとして、Ｄが本件各債務者の債務

について免責的債務引受けをすることや、本件各抵当権がＥに帰属する旨の記載がある

（前提事実（３））。 

 しかし、本件各合意書等の作成に際して、ＥとＤとの間で本件債権譲渡契約を合意解除

するとか、本件各債権を買い戻すなどの明示的な合意がされたことを認める証拠はない。 

 そもそも、Ｄが本件各不動産を買い取り、その売買代金債務と本件各債権とを対当額に

おいて相殺するなどの方法により、本件各債権の回収を図るとすると、Ｄに本件各債権に

係る債権回収益が生じ、これに対応する法人税の納税が必要となるところ、本件各合意書

等のとおりの法律関係であれば、この納税を避け得るのであって、Ｄ及びＥにおいて本件

各合意書等のとおりの法律関係を仮装する動機があったということが可能であり、他に本

件各合意書等を作成する合理的な理由を見いだすことは困難である。 

 また、本件各債務者としては、本件各債権の一部が消滅するのであれば、その債権者が

ＥであるかＤであるかについては意を払う必要は必ずしもなく、本件各債務者が本件各不

動産売買契約及び本件覚書の作成に関与していることをもって、これらの書面のとおりＥ

に本件各債権が帰属していると認めることはできない。 

 以上のとおりであって、本件各合意書等の存在をもって、Ｅに本件各債権が帰属してい

ると認めることはできず、また、本件債権譲渡契約が合意解除されたとか、譲渡対象債権

の変更がされたということもできない。 

エ 認定事実オのとおり、Ｅの破産裁判所は、Ｅ破産管財人がＤに対して申し立てた本件債

権譲渡契約の否認の請求につき、破産法１６８条４項に基づく価額償還請求を認容する旨
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の決定をしたが、同項の費用償還請求により本件債権譲渡契約の効力が否定されることは

ない。 

オ 以上のとおり、本件各不動産売買契約時及びＤのＰからの破産配当金受領時において、

本件各債権はＤに帰属していたと認められる。 

（３）益金への算入について 

ア 上記（２）のとおり、本件各合意書等のとおりＤが本件各債権に係る債務を免責的に引

き受けたなどということはできないこと、本件各不動産売買契約を原因として本件各債務

者からＤに対する本件各不動産の所有権移転登記がされたこと（認定事実エ）、本件各抵

当権の設定登記は、抹消登記がされるかＤに対する抵当権移転登記がされたこと（前提事

実（３）ア（イ）、イ（イ）、ウ（イ）、エ（イ））からすれば、Ｄ及び本件各債務者は、本

件各不動産売買契約及び本件覚書により、本件各不動産の売買代金債権と本件各債権とを

対当額で相殺する旨の合意をしたものというべきであり、Ｄは、これにより、本件各債権

のうち売買代金相当額（Ｐ不動産売買契約においてはその一部）を回収したと認められる。 

イ（ア）本件各債権の取得額は以下のとおりである（前提事実（２）ア）。 

 Ｍ債権   １３５０万円 

 Ｎ債権   ６３３０万円 

 Ｏ債権   １４６０万円 

 Ｐ債権   ８０００万円 

（イ）上記アの相殺による本件各債権の回収額は以下のとおりである。 

 Ｍ債権   ４０００万円 

 Ｎ債権 １億６０００万円 

 Ｏ債権   １５３０万円 

 Ｐ債権 ２億９２２３万７０７０円 

 なお、Ｐ債権の上記金額は、Ｐ不動産売買契約に係る売買代金３億５１００万円か

らＰの破産財団に対する組入額１７５５万円及び消費税相当額８５０万円並びにＰ不

動産の売買代金と相殺された敷金返還債務３２７１万２９３０円の合計額５８７６万

２９３０円（前提事実（３）エ（ア）ａ）を控除した金額である。 

（ウ）上記（イ）から上記（ア）を差し引いた益金の額は以下のとおりである（別表２－

Ｂ番号２）。 

 Ｍ債権   ２６５０万円 

 Ｎ債権   ９６７０万円 

 Ｏ債権     ７０万円 

 Ｐ債権 ２億１２２３万７０７０円 

 合計      ３億３６１３万７０７０円 

３ 争点３（本件匿名組合契約の成否等）について 

（１）認定事実 

 前提事実に加え、後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実を認めることがで

きる。 

ア 原告Ａは、Ａ平成２０年９月期の法人税に係る確定申告において翌期へ繰り越す欠損金

額として１６億０４０８万５９５４円を計上し、Ｋは、平成２０年８月１日から平成２１
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年７月３１日までの事業年度の法人税に係る確定申告において、翌期へ繰り越す欠損金額

として５６億２５１４万１０２３円を計上した（乙Ａ２１、２２の１）。 

イ 原告Ｃにおいて、平成２０年１２月●日、原告ＡとＫを出資者とし、出資額をそれぞれ

５億円として匿名組合を設立することが稟議申請され、稟議書に原告Ｃの代表社員である

原告Ａの丁名義の決裁印が押印された（乙Ａ１０）。なお、丁は、同月２日に原告Ａの代

表取締役に就任していた（甲Ａ４、乙Ａ１）。 

 原告Ａにおいて、同月１９日、本件匿名組合契約書に対する会社印の押印申請がされ、

申請書に代表取締役である丁の決裁印が押印された（乙Ａ１１）。原告Ｃにおいても、同

様の押印申請がされ、申請書に丁の決裁印が押印された（乙Ａ１２）。 

 原告Ａ及び原告Ｃは、同日付けで、本件匿名組合契約書を取り交わしたところ（前提事

実（４）イ）、本件匿名組合契約書には営業者である原告Ｃ、出資者である原告Ａの会社

印が押印された（乙Ａ２）。 

 原告Ａにおいて、５億円を原告Ｃに対する出資金として仕分ける経理処理がされた（乙

Ａ５の４枚目）。 

ウ 原告Ｃ内において、平成２１年１０月７日、「Ｃ会社分割計画」と題する書面が作成さ

れたところ、同書面には、原告Ｃに対する現在の「匿名組合出資」が１０億円である旨記

載されている（乙Ａ１３の１・２）。 

 原告Ａ内において、同日、「Ｂ／Ｓ（２１．８．３１時点）」と題する書面が作成された

ところ、同書面には「Ｃ・ＴＫ」（注：ＴＫとは匿名組合のこと）に対する５億円の出資

金が記載されている（乙Ａ１４）。 

 原告Ａ内において、同年１２月９日、「Ａ会社分割計画」と題する書面が作成されたと

ころ、同書面には「Ｃ・ＴＫ」に対する５億円の出資金が記載されている（乙Ａ１５）。 

エ 原告Ａは、平成２１年１１月１３日、同原告の税務に関与していた税理士法人Ｕ（以下

「Ｕ」という。）に対し、Ａ平成２１年９月期の決算に計上予定の短期貸付金として

「（株）Ｖ のみ今期計上 契約書なし」と回答し、原告Ｃに対する出資に係る契約書の

提出を求められたことを受けて本件匿名組合契約書の写しを提出した（乙Ａ１８）。 

 原告Ａは、同年１２月１日、Ｕに対し、同原告経理アドバイザーＷから、匿名組合投資

損益に係る科目を設定し、その補助科目として「（合）Ｃ」を設定すること、「Ｃの匿名組

合投資分配益を計上」することの指示があった旨を連絡した（乙Ａ１９）。 

オ 原告Ａは、Ｓに対して不動産を売却し、平成２１年１２月９日、１１億９８９２万６４

８８円及び２５６８万９４８０円の固定資産売却益を計上した（乙Ａ２３）。 

 原告Ａは、同日、Ｕに対し、原告Ｃへの出資金を取り消すように指示し（乙Ａ５）、本

件出資取消処理を行った（前提事実（４）エ（ア））。 

カ Ｃ平成２１年９月期に係る計算期間において、本件匿名組合契約及びＫ匿名組合契約に

係る匿名組合事業により、４６億０７２９万９６６４円の分配益が生じた（乙Ａ３）。 

キ 原告Ｃは、平成２２年３月１日、「Ｃまとめ」と題する書面を作成したところ、同書面

には、原告Ｃの設立の目的として「ＳＰＣ（注：特定目的会社）が資産を保有し、グルー

プ内の繰損（注：繰越欠損金）を持つ会社がそこにＴＫ出資をすることによって、益金を

吸収するという税務メリットを享受するためのスキーム」と記載され、繰越欠損金を有す

る法人として原告Ａが挙げられている（乙Ａ２０）。 



25 

（２）本件匿名組合契約の成否について 

ア 丁は、Ｅから不良債権売却の話を持ちかけられた後、経営管理部長であった戊に対し、

原告Ａが原告Ｃに匿名組合出資を行う旨の契約書作成を指示したが、その後、営業者とい

う立場に徹した方が投資家を募り資金を集めていく上ではよく、ビジネスとしても発展し

ていくだろうと判断し、匿名組合が開始される直前に原告Ａが出資することは取り止める

ことを決断し、その旨戊に指示したと陳述する（甲Ａ４）。 

 しかし、本件匿名組合契約書は平成２０年１２月１９日付けで作成されたところ、戊は、

既に同年３月３１日に原告Ａを退職したというのであって、退職後もＪグループの業務に

関与することがあったとしても（甲Ａ１７、乙Ａ２４）、丁が戊に上記のような指示をし

たとは考え難いし、戊は、大阪国税局財務事務官に対し、本件匿名組合契約書について全

く知らず、丁から契約を締結しないようにという指示はなかったと述べており（乙Ａ２

４）、陳述書においても、丁から契約を締結しないという指示がされた可能性があるが、

詳細な記憶がないと述べるにとどまり（甲Ａ１７）、丁の上記陳述を裏付ける証拠もなく、

これを採用することはできない。 

イ 本件匿名組合契約及びＫ匿名組合契約により、原告Ａ及びＫは、原告Ｃから分配益の配

当を受けても、それぞれの繰越欠損金の範囲内であれば納税を避けることができるところ、

認定事実ア、キに照らせば、原告Ａにはそのような目的により本件匿名組合契約を締結す

る動機があったということができる。 

 原告Ａ及び原告Ｃにおいて、社内の決裁を経て本件匿名組合契約書が作成され（認定事

実イ）、その後も両社において原告Ａの５億円の出資金が存在する旨の内部的資料が作成

され（認定事実ウ）、原告Ａにおいて、Ａ平成２１年９月期の決算に向け、原告Ｃに対す

る匿名組合出資の存在を前提として手続が進められていたこと（認定事実エ）にも照らせ

ば、本件匿名組合契約は真正に成立したものと認められる。 

ウ 原告Ａにおいては、平成２１年１２月９日、原告Ｃに対する匿名組合出資を取り消す旨

の本件出資取消処理がされたが、Ｓへの固定資産売却益の計上と時を同じくしてされたも

のであり（認定事実オ）、この固定資産売却益により、Ａ平成２１年９月期の繰越欠損金

額は数億円程度となり、Ａ平成２２年９月期には法人税の納税が必要となることが見込ま

れるところ、上記イの本件匿名組合契約の動機にも照らせば、原告Ａは、上記納税を避け

るために本件出資取消処理をしたものと認めるのが相当である（なお、Ｋにおいては、５

６億円余りの繰越欠損金額があり（認定事実ア）、原告Ｃの匿名組合に係る分配益４６億

円余りを全額収益として計上しつつ、平成２１年８月１日から平成２２年７月３１日まで

の事業年度の法人税に係る確定申告において１１億９４９１万１１１３円の繰越欠損金額

を計上したことが認められる（乙Ａ２２の２）。）。 

 丁は、原告ＡのＡ平成２１年９月期及び原告ＣのＣ平成２１年９月期の決算作業中に、

Ｗから原告Ａの原告Ｃに対する出資が継続しているが誤りではないかと指摘され、本件出

資取消処理をした旨陳述するが（甲Ａ４）、前記認定事実及び上記認定に照らし、採用で

きない。 

エ 以上のとおり、本件匿名組合契約は真正に成立したものというべきである。 

（３）本件匿名組合契約に係る分配益 

ア 法人税法上、収益は、その実現があった時、すなわち、その収入すべき権利が確定した
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ときの属する年度の益金に計上すべきものと解される（最高裁平成●●年（○○）第●●

号同５年１１月２５日第一小法廷判決・民集４７巻９号５２７８頁参照）。 

 匿名組合契約において、匿名組合員は、営業者に対して営業利益分配請求権を有すると

ころ（商法５３５条）、本件匿名組合契約において、①計算期間中に本件匿名組合に係る

事業により原告Ｃに生じた利益又は損失は、同契約の定めに従い、原告Ａに分配されるこ

と、②「利益及び損失」とは、日本における一般に公正妥当と認められた会計基準若しく

は税務基準に従い決定される、同事業の遂行から生じた利益及び損失を意味すること、③

原告Ｃは、各計算期間の末日から８営業日以内の日（以下、この計算が行われる日を「計

算期日」という。）に、当該計算期間の税引前分配前利益又は税引前分配前損失、及び同

契約締結後の各計算期間の純利益の累計額又は純損失の累計額を計算すること、④②及び

③の計算の結果、各計算期間につき税引前分配前利益が計上される場合には、原告Ｃは、

同契約の定めに従って、当該計算期間に係る計算期日において、当該税引前分配前利益の

金額を原告Ａに分配することとされている（乙Ａ２）。 

 原告Ｃは、上記の損益計算をした上で、平成２１年１２月２２日、Ｋに対し、Ｃ平成２

１年９月期に係る損益分配額が４６億０７２９万９６６４円であることを通知したが（前

提事実（４）エ（イ））、本件匿名組合契約及びＫ匿名組合契約において、利益の分配割合

に関する定めはなく（乙Ａ２、４）、原告ＡとＫの出資額は同額であるから、両社は、２

分の１ずつの損益分配を受けるから（民法６７４条の類推適用）、原告Ａは、Ｃ平成２１

年９月期に生じた４６億０７２９万９６６４円の２分の１である２３億０３６４万９８３

２円の分配益を得ることになり、現実にその分配を受けていなくても、利益分配請求権は

確定している。 

 したがって、原告Ａにおいては、Ａ平成２１年９月期に上記２３億０３６４万９８３２

円の分配益が益金に算入されるというべきである（別表２－Ａ番号２）。 

イ 原告Ａが指摘するように、平成２７年最判は、匿名組合契約に基づき匿名組合員が営業

者から受ける利益の分配は、基本的に、営業者の営む事業への投資に対する一種の配当と

しての性質を有すると判示するが、同最判は、匿名組合契約に基づき個人の匿名組合員が

受ける利益の分配に係る所得の所得税法上の所得区分について判断したものであって、こ

れをもって、法人税法上、匿名組合員に対する現実の利益の分配がされなければ益金に計

上されないということはできない（なお、法人税基本通達１４－１－３は、「法人が匿名

組合員である場合におけるその匿名組合営業について生じた利益の額又は損失の額につい

ては、現実に利益の分配を受け、又は損失の負担をしていない場合であっても、匿名組合

契約によりその分配を受け又は負担をすべき部分の金額をその計算期間の末日の属する事

業年度の益金の額又は損金の額に算入」するとしており（乙Ａ２５）、その内容は合理的

なものである。）。 

４ 争点４（原告Ａの隠ぺい仮装行為の有無）について 

 上記３のとおり、原告Ａには、本件匿名組合契約に基づく分配益が発生していたのであるか

ら、これを収益として計上する必要があり、上記３（１）の認定事実エのとおり、原告Ａにお

いて、当初は本件匿名組合契約が成立していることを前提として決算処理の手続が進められて

いたことに照らせば、本件匿名組合契約にかかる分配益を収益として計上すべきことを認識し

ていたといえる。 
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 しかし、原告Ａは、その後に本件出資取消処理を行った上、本件匿名組合契約に基づく分配

益を故意に収益として計上せず、その帳簿に基づいて納税申告書を提出したのであって、通則

法６８条１項に該当し、また、法人税法１２７条１項３号にも該当する。 

５ 争点５（原告Ａの特定同族会社該当性）について 

（１）原告Ａの株式は、Ｆ社により１００％保有されており（前提事実（１）ア（ア））、原告Ａ

は、法人税法６７条２項にいう被支配会社に当たる。 

 Ｆ社の株式等は、Ｇにより１００％保有され、Ｇの株式等は、Ｈ社により１００％保有さ

れ、Ｈ社の株式等は乙により６０％保有されており（前提事実（１）ア（ア））、Ｆ社、Ｇ及

びＨ社は、いずれも被支配会社であって、原告Ａが被支配会社であることの判定の基礎とな

った株主等のうちに被支配会社でない法人はない上、原告Ａの資本金の額は１億円以下では

ないから、原告Ａは、法人税法６７条１項にいう特定同族会社に当たる。 

（２）原告Ａは、乙が原告Ａの利益を自由に配当することはできないと主張するが、上記（１）

のとおり、この点により原告Ａが特定同族会社に当たるか否かが左右されることはない。 

 また、証拠（甲Ａ１６の１・２）によれば、マン島保険法においては、①各認可保険事業

者は、規則により規定された又は規則に従い算定された金額のソルベンシーマージン（支払

余力）を維持しなければならないこと（１２条）、②認可保険会社の長期保険からの収入金

の全ては、適切な名称が付された特別ファンド（同法では「長期事業ファンド」という。）

に移管され、その一部を構成すること（１９条１項）、③④の場合を除き、認可保険事業者

の長期事業ファンドにおける資産は、長期事業以外の保険収入金から受領したものであって

も、長期事業のためだけに運用しなければならないこと（２０条１項）、④③で課せられる

制限は、保険数理人が、当該保険事業者の長期事業資産のうち、その事業に係わる負債の範

囲（保険数理人による証明に基づき）を超えると当該保険事業者に証明した部分には適用さ

れないこと（２０条２項）が規定されていることが認められる。 

 証拠（甲Ａ１６の１・２）によれば、Ｇは、マン島の認可保険会社として、マン島保険法

１２条により、ソルベンシーマージンを維持することが要求されることが認められるが、Ｇ

が保有するＦ社の株式等がマン島保険法にいう長期事業ファンドの資産に当たると認めるに

足りる証拠はなく、仮にこれに当たるとしても、上記④のとおり、保険数理人において、当

該資産がＧの長期事業の負債の範囲を超えると認定した場合には、当該資産を長期事業ファ

ンドから移管することができる（甲Ａ１６の１・２）。 

 以上のとおり、マン島保険法やコモン・ローの規制により、乙は、原告Ａの利益を自由に

配当することができないという原告Ａの主張を採用することはできない。なお、原告Ａは、

支配的な株主等が、法人に蓄積された利益を自由に配当できるという要件を被告が立証すべ

き旨主張するが、法人税法６７条１項にそのような要件が定められていない以上、これを被

告が立証しない限り、当該法人が法人税法６７条１項にいう特定同族会社に当たらないとか、

同条による留保金課税が許されないということはできない。 

（３）上記３のとおり、原告Ａにおいては、Ａ平成２１年９月期に本件匿名組合に係る分配益が

生じており、Ａ平成２１、２２年９月期にこれに対応する留保所得金額があったと認められ

る（別表２－Ａ番号２７）。 

６ 争点６（原告Ａの貸倒損失の有無）について 

（１）Ｄ及び原告Ｂは、Ｄ各事業年度及びＢ平成２２年９月期の貸倒引当金の繰入限度額の計算
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において、本件各債権の取得価額を各事業年度末に有する金銭債権の額に含めているが、上

記２（３）のとおり、本件各債権の取得価額を超える金額がＤ平成２１年７月期中に回収さ

れ、法人税法５２条に規定するＤ各事業年度及びＢ平成２２年９月期終了の時においてＤ及

び原告Ｂが有する本件各債権の金額又は税務上の帳簿価額は０円となることから、本件各債

権の取得価額は、Ｄ各事業年度及びＢ平成２２年９月期の貸倒引当金の繰入限度額の計算の

基礎とされる金銭債権の額に含まれない（別表２－Ｂ番号３、４、別表４－Ｂ）。 

 同様に、原告Ａについても、その連結子法人であるＤにおいて、本件各債権の回収によっ

て、貸倒実績率の計算の基礎とした前３年以内事業年度末における一括評価金銭債権の帳簿

価額の合計額が減算されること及びＰ債権の帳簿価額が０円となっていることから、Ａ平成

２３年９月連結期において、貸倒引当金の繰入限度額を超過した繰入額を益金の額に加算す

ることとなる（別表２－Ａ番号９）。 

（２）Ｄは、Ａ平成２３年９月連結期に、Ｐ債権３４３６万２３６７円を回収不能であるとして

貸倒損失に計上したが、上記２（３）のとおり、回収され帳簿価額が既に０円となっている

Ｐ債権について貸倒損失が発生し得ないから、貸倒損失の計上は認められず、同額は、Ａ平

成２３年９月連結期の法人税の計算上、益金の額に加算される（別表２－Ａ番号１０）。 

 以上のとおり、Ａ平成２３年９月連結期に、原告Ａの連結子法人であるＤに、貸倒引当金

の計算等の対象となる債権は存在しないこととなるから、原告Ａに貸倒損失は認められない。 

７ 争点７（原告Ｃの支払利息の有無）について 

 上記３のとおり、本件匿名組合契約は真正に成立したものであり、原告Ａは、本件匿名組合

の事業のための出資金として、本件準消費貸借契約に基づく債権を振り替えて拠出したから

（前提事実（４）イ（イ））、原告Ｃの本件準消費貸借契約に基づく原告Ａに対する短期借入金

は消滅した。 

 したがって、本件匿名組合契約後においては、原告Ｃは、原告Ａに対して本件準消費貸借契

約に基づく利息の支払義務はなく、その額は損金の額に算入されない（別表２－Ｃ番号３）。 

８ 争点８（原告Ｃの隠ぺい仮装行為の有無）について 

 上記７のとおり、原告Ｃの原告Ａに対する支払利息は存在しないところ、上記３（２）ウの

とおり、本件出資取消処理は、原告Ａの法人税の納税を避けるために行われたものであり、原

告Ｃの代表社員が原告Ａであることにも照らせば、原告Ｃは、原告Ａに対する支払利息が存在

しないことを認識しながら、これを故意に損金の額に算入する経理処理を行ったものというべ

きであり、通則法６８条１項に該当する。 

９ 本件各更正処分、本件各賦課決定処分及びＡ青色申告承認取消処分の適法性 

（１）本件各更正処分の適法性 

 以上を前提とすると、証拠（乙Ａ７ないし９、乙Ｂ２ないし６、乙Ｃ５）及び弁論の全趣

旨によれば、原告ＡのＡ各事業年度の所得金額、課税留保金額、納付すべき法人税額及び翌

期へ繰り越す欠損金額等は、別紙３「課税処分の根拠」第１の１のとおりであり、ＤのＤ各

事業年度及び原告ＢのＢ平成２２年９月期の所得金額、納付すべき法人税額及び翌期へ繰り

越す欠損金額等は、同第１の２のとおりであり、原告ＣのＣ平成２１年９月期の所得金額及

び納付すべき法人税額等は、同第１の３のとおりであると認められる。 

 本件各更正処分における所得金額、納付すべき法人税額及び翌期へ繰り越す欠損金額は、

上記の各金額と同額であるから、本件各更正処分はいずれも適法である。 
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（２）本件各賦課決定処分の適法性 

ア Ａ平成２１、２２年９月期更正処分において税額の計算の基礎となった事実が同更正処

分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、いずれも通則法６５条４項が

規定する「正当な理由」があるとは認められない。 

 また、上記４のとおり、原告Ａが本件匿名組合契約に基づく分配益を収益として計上し

なかったことは通則法６８条１項が規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべ

き事実を隠ぺいしたと認められ、その他、原告Ａの過少申告加算税及び重加算税の額は、

別紙３「課税処分の根拠」第２の３（１）、別表３－Ａのとおりと認められ、いずれもＡ

各賦課決定処分における過少申告加算税及び重加算税の額と同額であるから、Ａ各賦課決

定処分はいずれも適法である。 

イ Ｄ平成２２年９月期更正処分において税額の計算の基礎となった事実が同更正処分前の

税額の計算の基礎とされていなかったことについて、通則法６５条４項が規定する「正当

な理由」があるとは認められない。 

 Ｄの過少申告加算税の額は、別紙３「課税処分の根拠」第３の３（２）、別表３－Ｂの

とおりと認められ、Ｄ賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であるから、Ｄ賦

課決定処分は適法である。 

ウ Ｃ更正処分において税額の計算の基礎となった事実が同更正処分前の税額の計算の基礎

とされていなかったことについて、通則法６５条４項が規定する「正当な理由」があると

は認められない。 

 また、上記８のとおり、原告Ｃが本件準消費貸借契約に基づく支払利息を計上したこと

は通則法６８条１項が規定する課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を仮装

したと認められ、その他、原告Ｃの重加算税の額は、別紙３「課税処分の根拠」第２の３

（３）、別表３－Ｃのとおりと認められ、いずれもＣ賦課決定処分における重加算税の額

と同額であるから、Ｃ賦課決定処分は適法である。 

（３）Ａ青色申告承認取消処分の適法性 

 上記４のとおり、原告Ａが本件匿名組合契約に基づく分配益を収益として計上しなかった

ことは法人税法１２７条１項３号に該当するから、Ａ青色申告承認取消処分は適法である。 

第４ 結論 

 以上のとおりであって、原告Ａの訴えのうち、①Ａ平成２１年９月期更正処分のうち、欠損

金額１億８３０６万０４９８円、翌期へ繰り越す欠損金額２６億０４８２万６９１４円を上回

る部分の取消しを求める部分、②Ａ平成２２年９月期更正処分のうち、翌期へ繰り越す欠損金

額３億５４４１万０７０５円を上回る部分の取消しを求める部分、③Ａ平成２３年９月連結期

更正処分のうち、連結欠損金額１億９７６４万１４３２円を上回る部分の取消しを求める部分

は不適法であるから、これらの部分をいずれも却下し、原告Ａのその余の請求、原告Ｂの請求

及び原告Ｃの請求は、いずれも理由がないからこれらを棄却することとして、主文のとおり判

決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 

裁判長裁判官 林 俊之 

   裁判官 梶浦 義嗣 



30 

   裁判官 高橋 心平 
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別紙１ 

代理人目録 

 

（原告ら訴訟代理人弁護士） 

若槻 哲太郎、渡邊 満久、上條 由美子 

（被告指定代理人） 

伊藤 渉、山下 栄子、吉留 伸吾、杉村 博司、福本 一法、久恵 茂樹、松瀬 明、剱地 雅、

石田 武史、中山 尚宏 

以上 
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別紙２ 

法人税法の定め 

 

１ ２２条（各事業年度の所得の金額の計算） 

（１）１項 

 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額

を控除した金額とする。 

（２）２項 

 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別

段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償

による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。 

（３）３ないし５項 ［略］ 

２ ５２条（貸倒引当金） 

（１）１項 

 内国法人が、会社更生法の規定による更生計画認可の決定に基づいてその有する金銭債権の弁

済を猶予され、又は賦払により弁済される場合その他の政令で定める場合において、その一部に

つき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権（当該金銭債権に係る債務

者に対する他の金銭債権（適格分割型分割に該当しない分割型分割により分割承継法人に移転す

るものを除く。）がある場合には当該他の金銭債権を含むものとし、適格合併に該当しない合併

又は適格分割型分割に該当しない分割型分割（次項において「非適格合併等」という。）により

合併法人又は分割承継法人（次項において「合併法人等」という。）に移転する金銭債権を除く。

以下この条において「個別評価金銭債権」という。）のその損失の見込額として、各事業年度に

おいて損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、

当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認めら

れる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額（括弧内略）に達するまで

の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 

（２）２項 

 内国法人が、その有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権（個別評価金銭債権及

び非適格合併等により合併法人等に移転する金銭債権を除く。以下この項及び８項において「一

括評価金銭債権」という。）の貸倒れによる損失の見込額として、各事業年度において損金経理

により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、当該繰り入れた金額のうち、当該事業年度

終了の時において有する一括評価金銭債権の額及び最近における売掛金、貸付金その他これらに

準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に

達するまでの金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 

（３）３ないし８項 ［略］ 

（４）９項 

 １項又は２項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規

定に規定する貸倒引当金勘定の金額（括弧内略）は、当該事業年度の翌事業年度の所得の金額の

計算上、益金の額に算入する。 

（５）１０ないし１２項 ［略］ 
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３ ６７条（特定同族会社の特別税率） 

（１）１項 

 内国法人である特定同族会社（被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎と

なった株主等［注・株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者を

いう。］のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主

等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの（資本金の額又は出資

金の額が１億円以下であるものを除く。）をいう。以下この条において同じ。）の各事業年度の留

保金額が留保控除額を超える場合には、その特定同族会社に対して課する各事業年度の所得に対

する法人税の額は、前条１項又は２項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税

の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各

号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。 

１号 年３０００万円以下の金額 １００分の１０ 

２号 年３０００万円を超え、年１億円以下の金額 １００分の１５ 

３号 年１億円を超える金額 １００分の２０ 

（２）２項 

 前項に規定する被支配会社とは、会社の株主等（その会社が自己の株式又は出資を有する場合

のその会社を除く。）の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会

社の発行済株式又は出資（その会社が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の１

００分の５０を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合における

その会社をいう。 

（３）３項 

 １項に規定する留保金額とは、次に掲げる金額の合計額（５項において「所得等の金額」とい

う。）のうち留保した金額から、当該事業年度の所得の金額につき前条１項又は２項の規定によ

り計算した法人税の額（括弧内略）並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民

税及び市町村民税（都民税を含む。）の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計

額を控除した金額をいう。 

１号以下 ［略］ 

（４）４ないし９項 ［略］ 

以上 
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別紙３ 

課税処分の根拠 

 

第１ 本件各更正処分の根拠及び適法性 

１ Ａ各更正処分の根拠 

 被告が本訴において主張するＡ各事業年度の法人税に係る所得金額、納付すべき税額及び翌期

へ繰り越す欠損金額は、次のとおりである（別表２－Ａ参照。以下、所得金額の頭部に「△」を

付したものは、当該金額が欠損金額であることを表し、税額の頭部に「△」を付したものは、当

該金額が還付金額であることを表す。）。 

（１）Ａ平成２１年９月期更正処分の根拠 

ア 所得金額（別表２－Ａ「Ａ平成２１年９月期」欄の２４欄） ０円 

 上記金額は、次の（ア）の金額に（イ）ないし（エ）の金額を加算し、（オ）ないし

（ケ）の金額を減算した金額である。 

（ア）申告所得金額（同１欄） △１億８３０６万０４９８円 

 上記金額は、Ａ平成２１年９月期の法人税に係る確定申告書別表一（一）の「所得金額

又は欠損金額」欄に記載された金額と同額である。 

（イ）匿名組合分配益の計上漏れ（同２欄） ２３億０３６４万９８３２円 

 原告Ａと原告Ｃとの間の本件匿名組合契約は有効に成立していたところ、本件匿名組合

において、Ｃ平成２１年９月期に生じていた匿名組合損益分配額４６億０７２９万９６６

４円のうち、原告Ａにおいてはその２分の１の２３億０３６４万９８３２円を益金として

計上すべきとなるため、加算する。 

（ウ）交際費等の損金不算入額（同３欄） ９万０５１１円 

 原告Ａの消費税の計算において、下記（オ）の受取利息過大計上に伴って、非課税売上

額を減算することにより、消費税の計算上、課税売上割合が増加することとなる。これに

伴い、交際費等に係る控除対象外消費税額等が増加するため、当該増加分を加算する。 

（エ）仮払税金消却不算入額の計上漏れ（同４欄） ２億７３６９万円 

 原告Ａが仮払税金消却不算入額として当初計上していた金額と本来計上すべき前事業年

度の所得税等の還付金額相当額の差額を、仮払税金消却不算入額の計上漏れとして加算す

る。 

（オ）受取利息過大計上（同１４欄） ２３５０万６８４９円 

 原告Ａが原告Ｃに対して有していた本件準消費貸借契約に係る短期貸付金５億円につい

ての受取利息として計上したものであるが、当該短期貸付金は、有効に成立した本件匿名

組合契約に基づき原告Ｃに対する出資金に振り替えられることで、消滅していることから、

受取利息も発生し得ないため、当該金額を減算する。 

（カ）租税公課の損金算入額（同１５欄） ４５８万９９８６円 

 原告Ａの消費税の計算において、前記（ウ）のとおり課税売上割合が増加することによ

り、損金の額に算入される控除対象外消費税額等として当初計上していた金額と本来計上

すべき金額の差額を減算する。 

（キ）組合等損失額不算入の過大額（同１６欄） ２２５０万４７８３円 

 原告Ａは有限会社Ｘとの匿名組合契約に係る組合等損失額を損金不算入として加算して
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いたが、当該組合等損失額の計算の基礎となる同社との匿名組合契約については、原告Ａ

が平成１８年４月●日に適格合併により株式会社Ｙから組合員たる地位の承継を受けたも

のであるため、原告Ａが所得金額に加算した金額は損金の額に算入されるものであるから、

当該損失額を減算する。 

（ク）所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等の損金算入額（同２２欄） 

 ２億７３６９万円 

 原告Ａが、所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等として当初減算していた金

額は、本来減算すべき金額より過少であったため、差額を還付金額等の損金算入額として

減算する。 

（ケ）繰越欠損金の損金算入額の増加額（同２３欄） ２０億７００７万８２２７円 

 原告Ａに対するＡ平成２１年９月期更正処分に伴い、繰越欠損金の損金算入額が増加す

るため、当該金額を減算する。 

イ 所得金額に対する法人税額（同２６欄） ０円 

 上記金額は、前記アの所得金額に対応する法人税額であるが、所得金額が０円のため、０

円となる。 

ウ 課税留保金額（同２７欄） １４億２１６９万４０００円 

 上記金額は、次の（ア）の金額から（イ）の金額を控除した金額（ただし、国税通則法

（以下「通則法」という。）１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り

捨てた後の金額）である。 

（ア）留保金額（別表７－Ａ－１⑦欄） ２３億７１３６万８６９５円 

 上記金額は、次のａの金額にｂの金額を加算し、ｃないしｅの金額を控除した金額であ

るが、ｂないしｅがいずれも０円のため、ａと同額となる。 

ａ 留保所得金額（別表６－Ａ－１⑯「留保」欄、別表７－Ａ－１①欄） 

 ２３億７１３６万８６９５円 

 上記金額は、Ａ平成２１年９月期更正処分の結果、算出された留保所得金額である。 

ｂ 前期末配当等の額（別表７－Ａ－１②欄） ０円 

 上記金額は、Ａ平成２１年９月期の前事業年度に係る利益の配当の額である。 

ｃ 当期末配当等の額（別表７－Ａ－１③欄） ０円 

 上記金額は、Ａ平成２１年９月期に係る利益の配当の額である。 

ｄ 法人税額（別表７－Ａ－１④欄） ０円 

 上記金額は、Ａ平成２１年９月期更正処分によって算出された所得金額に対する法人

税額である。 

ｅ 住民税額（別表７－Ａ－１⑥欄） ０円 

（イ）留保控除額（別表７－Ａ－１⑳欄） ９億４９６７万４５４６円 

 上記金額は、次のａないしｃの金額のうち最も多い金額（ａ）である。 

ａ 所得基準額（別表７－Ａ－１⑲欄） ９億４９６７万４５４６円 

 上記金額は、法人税法６７条５項１号に規定する金額であり、Ａ平成２１年９月期の

法人税に係る確定申告書別表四の３１「所得金額総計」欄に記載された金額△１億８３

０６万０４９８円に、Ａ平成２１年９月期更正処分に伴う所得金額の加減算の合計額で

ある２２億５３１３万８７２５円（別表６－Ａ－１⑬欄）を加算し、さらに法人税額の
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還付金等の額である３億０４１０万８１３９円を加算した金額の１００分の４０に相当

する金額である。 

ｂ 定額基準額（別表７－Ａ－１⑭欄） ２０００万円 

 上記金額は、法人税法６７条５項２号に規定する金額である。 

ｃ 積立金基準額（別表７－Ａ－１⑬欄） １億７７０８万６１５４円 

 上記金額は、法人税法６７条５項３号に規定する金額であり、次の（ａ）の金額の１

００分の２５に相当する金額から、次の（ｂ）の金額を控除した金額である。 

（ａ）期末資本金の額（別表７－Ａ－１⑧欄） ３億８９６５万円 

 上記金額は、Ａ平成２１年９月期における期末資本金の金額である。 

（ｂ）期末利益積立金額（別表７－Ａ－１⑫欄） △７９６７万３６５４円 

 上記金額は、期首利益積立金額である３億８６５５万６６３６円に、適格合併等に

より増加した利益積立金額△４億６６２３万０２９０円（別表７－Ａ－１⑪欄）を加

算して算出した金額である。 

エ 課税留保金額に対する税額（別表２－Ａ「Ａ平成２１年９月期」の２８欄） 

 ２億７７８３万８８００円 

 上記金額は、前記ウの課税留保金額に、法人税法６７条１項に規定する税率（課税留保金

額のうち年３０００万円以下の金額については１００分の１０、年３０００万円を超え、年

１億円以下の金額については１００分の１５、年１億円を超える金額については１００分の

２０）を乗じて計算した金額である。 

オ 控除所得税額等（同３０欄） １８万０６８６円 

 上記金額は、法人税法６８条（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの。以下同

じ。）の規定により法人税額から控除される所得税の額であり、Ａ平成２１年９月期の法人

税に係る確定申告書別表一（一）の「控除税額の計算」欄の「所得税の額等」欄に記載され

た金額と同額である。 

カ 納付すべき法人税額（同３２欄） ２億７７６５万８１００円 

 上記金額は、前記エの金額からオの金額を減算した金額（ただし、通則法１１９条１項の

規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの）である。 

キ 既に納付の確定した法人税額（同３３欄） △１８万０６８６円 

 上記金額は、Ａ平成２１年９月期の法人税に係る確定申告書別表一（一）の「所得税額等

の還付金額」欄に記載された金額と同額である。 

ク 差引納付すべき法人税額（同３４欄） ２億７７８３万８７００円 

 上記金額は、前記カの金額からキの金額を控除した金額である。 

ケ 翌期へ繰り越す欠損金額（同３５欄） ３億５９９０万１８０２円 

 上記計算の結果、翌期に繰り越すこととなる欠損金額である。 

（２）Ａ平成２２年９月期更正処分の根拠 

ア 所得金額（別表２－Ａ「Ａ平成２２年９月期」欄の２４欄） 

 １９億０１８０万８１１３円 

 上記金額は、次の（ア）の金額に（イ）ないし（キ）の金額を加算し、（ク）ないし

（サ）の金額を減算した金額である。 

（ア）申告所得金額（同１欄） ０円 
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 上記金額は、Ａ平成２２年９月期の法人税に係る確定申告書別表一（一）の「所得金額

又は欠損金額」欄に記載された金額と同額である。 

（イ）交際費等の損金不算入額（同３欄） ３万６２２８円 

 原告ＡがＡ平成２２年９月期の消費税を修正申告したことにより、消費税の課税売上割

合が変動したことに伴って、交際費等に係る控除対象外消費税額等の額を再計算をすると、

損金不算入となる額が増加する。このため、交際費等に係る控除対象外消費税額等の増加

分を加算する。 

（ウ）固定資産売却損の過大計上額（同５欄） １７０７万１３６３円 

（エ）固定資産売却益の計上漏れ（同６欄） ２１０１万１３４０円 

 原告Ａが平成２２年１月６日付けの土地建物売買契約書により合同会社Ｓ（以下「Ｓ」

という。）に売却した土地建物を、別に所在する土地建物と取り違えていたことから、本

来の物件との帳簿価額の差異に起因する売却損の過大計上及び売却益の計上漏れを加算す

る。 

（オ）役員給与の損金不算入額（同８欄） ３００万円 

 原告Ａが代表取締役の丁（以下「丁」という。）に対して、平成２１年１２月１６日付

けで定期給与とは別に支給した役員給与は、事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算

入されるものではないため、当該金額を加算する。 

（カ）所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等の損金不算入額（同１２欄） 

 ２億７３６９万円 

 原告Ａが、所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等として当初減算していた金

額は本来減算すべき金額より過大であったため、差額を還付金額等の損金不算入額として

加算する。 

（キ）繰越欠損金の損金算入額の過大額（同１３欄） １８億９０５１万４４０７円 

 Ａ平成２１年９月期更正処分及びその前事業年度の更正処分により繰越欠損金が減少し

たので、過大となっていた繰越欠損金の損金算入額を加算する。 

（ク）租税公課の損金算入額（同１５欄） １８２万７２４３円 

 原告Ａの消費税の計算において、前記（イ）のとおり課税売上割合が変動することによ

り、損金の額に算入される控除対象外消費税額等として当初計上していた金額は、本来計

上すべき金額を下回っていたため、本来計上すべき金額との差額を減算する。 

（ケ）組合等損失額不算入の過大額（同１６欄） ２２８５万５１２５円 

 前記（１）ア（キ）で述べた理由により、減算する。 

（コ）非課税賃貸料の過大計上額（同１７欄） ５１４万２８５７円 

 原告Ａが平成２１年９月３０日に締結した株式会社Ｚとのコンサルティング契約書に基

づき受領した収入は、助言、提案及び情報収集を行った役務提供の対価であるため、消費

税法上の課税売上げに該当し、当該収入のうち、５１４万２８５７円は仮受消費税額等と

すべきものであり、益金の額に算入されないため、減算する。 

（サ）仮払税金消却不算入額の損金算入額（同１８欄） ２億７３６９万円 

 原告Ａが、所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等として当初減算していた金

額は、本来減算すべき金額より過少であったため、差額を還付金額等の損金算入額として

減算する。 
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イ 所得金額に対する法人税額（同２６欄） ５億７０５４万２４００円 

 上記金額は、前記アの所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円

未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）に対し、法人税法６６条（平成２３年法律第１１

４号による改正前のもの。以下同じ。）１項に規定された税率を乗じたものである。 

ウ 課税留保金額（同２７欄） ６億６２７０万４０００円 

 上記金額は、次の（ア）の金額から（イ）の金額を控除した金額（ただし、通則法１１８

条１項の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）である。 

（ア）留保金額（別表７－Ａ－２⑦欄） １５億６７４６万０６５５円 

 上記金額は、次のａの金額にｂの金額を加算し、ｃないしｅの金額を控除した金額であ

る。 

ａ 留保所得金額（別表６－Ａ－２⑯「留保」欄、別表７－Ａ－２①欄） 

 ２２億５６１０万３５６８円 

 上記金額は、Ａ平成２２年９月期更正処分の結果、算出された留保所得金額である。 

ｂ 前期末配当等の額（別表７－Ａ－２②欄） ０円 

 上記金額は、Ａ平成２１年９月期に係る利益の配当の額である。 

ｃ 当期末配当等の額（別表７－Ａ－２③欄） ０円 

 上記金額は、Ａ平成２２年９月期に係る利益の配当の額である。 

ｄ 法人税額（別表７－Ａ－２④欄） ５億７０５４万０６３７円 

 上記金額は、Ａ平成２２年９月期更正処分によって算出された所得金額に対する法人

税額である。 

ｅ 住民税額（別表７－Ａ－２⑥欄） １億１８１０万２２７６円 

 上記金額は、法人税法施行令１３９条の１０（平成２３年政令第１９６号による改正

前のもの）の規定に基づき、住民税額の計算の基礎となる法人税額に１００分の２０．

７を乗じて計算した金額（円未満切捨て）である。 

（イ）留保控除額（別表７－Ａ－２⑲欄） ９億０４７５万６２４０円 

 上記金額は、次のａないしｃの金額のうち最も多い金額（ａ）である。 

ａ 所得基準額（別表７－Ａ－２⑱欄） ９億０４７５万６２４０円 

 上記金額は、法人税法６７条５項１号に規定する金額であり、Ａ平成２２年９月期の

法人税に係る確定申告書別表四の３１「所得金額総計」欄に記載された金額２２億５０

４１万６２０９円に、Ａ平成２２年９月期更正処分に伴う所得金額の加減算の合計額で

ある１１２９万３７０６円（別表６－Ａ－２⑬欄）を加算し、さらに法人税額の還付金

等の額である１８万０６８６円を加算した金額の１００分の４０に相当する金額である。 

ｂ 定額基準額（別表７－Ａ－２⑬欄） ２０００万円 

 上記金額は、法人税法６７条５項２号に規定する金額である。 

ｃ 積立金基準額（別表７－Ａ－２⑫欄） ０円 

 上記金額は、法人税法６７条５項３号に規定する金額であり、次の（ａ）の金額の１

００分の２５に相当する金額から、次の（ｂ）の金額を控除した金額がマイナスとなる

ため、０円となる。 

（ａ）期末資本金の額（別表７－Ａ－２⑧欄） ３億８９６５万円 

 上記金額は、Ａ平成２２年９月期における期末資本金の金額である。 
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（ｂ）期末利益積立金額（別表７－Ａ－２⑪欄） ２０億１９０５万４５９９円 

 上記金額は、期首利益積立金額に加算減算が無いため、期首利益積立金額２０億１

９０５万４５９９円と同額である。 

エ 課税留保金額に対する税額（別表２－Ａ「Ａ平成２２年９月期」の２８欄） 

 １億２６０４万０８００円 

 上記金額は、前記（３）の課税留保金額に、法人税法６７条１項に規定する税率（課税留

保金額のうち年３０００万円以下の金額については１００分の１０、年３０００万円を超え、

年１億円以下の金額については１００分の１５、年１億円を超える金額については１００分

の２０）を乗じて計算した金額である。 

オ 控除所得税額等（同３０欄） １７６３円 

 上記金額は、法人税法６８条の規定により法人税額から控除される所得税の額であり、Ａ

平成２２年９月期の法人税に係る確定申告書別表一（一）の「控除税額の計算」欄の「所得

税の額等」欄に記載された金額と同様である。 

カ 納付すべき法人税額（同３２欄） ６億９６５８万１４００円 

 上記金額は、前記イの金額にエの金額を加算し、オの金額を減算した金額（ただし、通則

法１１９条１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

キ 既に納付の確定した法人税額（同３３欄） △１７６３円 

 上記金額は、Ａ平成２２年９月期の法人税に係る確定申告書別表一（一）の「所得税額等

の還付金額」欄に記載された金額と同額である。 

ク 差引納付すべき法人税額（同３４欄） ６億９６５８万３１００円 

 上記金額は、前記カの金額からキの金額を控除した金額（ただし、通則法１１９条１項の

規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

ケ 翌期へ繰り越す欠損金額（同３５欄） ０円 

 上記計算の結果、翌期に繰り越すこととなる欠損金額である。 

（３）Ａ平成２３年９月連結期更正処分の根拠 

ア 所得金額（別表２－Ａ「Ａ平成２３年９月連結期」欄の２４欄） 

 △３億４７４１万８３６０円 

 上記金額は、次の（ア）の金額に（イ）ないし（オ）の金額を加算し、（カ）ないし

（ケ）の金額を減算した金額である。 

（ア）申告所得金額（同１欄） △１億９７６４万１４３２円 

 上記金額は、Ａ平成２３年９月連結期の法人税に係る確定申告書別表一（一）の「連結

所得金額又は連結欠損金額」欄に記載された金額と同額である。 

（イ）固定資産除却損の過大計上額（同７欄） １８６０万円 

 原告Ａが平成２２年１月６日付けの土地建物売買契約書によりＳに売却した土地建物に

係る帳簿価額を除却損として計上しているが、当該土地については、前事業年度の更正に

より、売却に係る土地原価としたため、当連結事業年度において、除却損を計上する理由

がなく、加算する。 

（ウ）一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度超過額（同９欄） ３１万４３１５円 

 原告Ａの連結子法人である原告Ｂの被合併法人Ｄに係るＤ平成２１年７月期更正処分に

より、貸倒実績率の計算の基礎とした前３年内事業年度末における一括評価金銭債権の帳
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簿価額の合計額が減算されること及びＰに対する金銭貸付債権の帳簿価額が０円となるこ

とから、貸倒引当金の繰入限度額が減少するため、再計算によって算出された繰入限度超

過額を加算する。 

（エ）貸倒損失のうち損金の額に算入されない金額（同１０欄） ３４３６万２３６７円 

 ＤのＰに対する金銭債権の帳簿価額は０円となるため、Ｄが回収不能であるとして貸倒

損失に計上した金額は、損金に算入できないため、当該金額を加算する。 

（オ）減価償却費の償却超過額（同１１欄） ４５万９７４０円 

 Ｄが、Ｐ不動産売買契約に基づいてＰから取得した建物について、その取得価額は、Ｐ

不動産売買契約に係る契約書第２条（売買代金）に記載されている建物の金額と未経過固

定資産税相当額との合計額となり、当初に計上していた取得価額より減少するため、当該

金額に基づき償却限度額を再計算した結果、償却超過額４５万９７４０円が発生するため、

当該金額を加算する。 

（カ）組合等損失額不算入の過大額（同１６欄） １１２１万７０５０円 

 前記（１）ア（キ）で述べた理由により、減算する。 

（キ）事業税の加算過大額（同１９欄） ３００万７１００円 

 原告Ａが、Ａ平成２３年９月連結期において、連結所得金額に加算した仮払税金消却不

算入額のうち、事業税３００万７１００円については、平成２３年９月３０日に収益とし

て計上されていることから、重複して益金として計上されていたため、過大計上分を減算

する。 

（ク）事業税等の損金算入額（同２０欄） １億８９０１万５０００円 

 原告Ａと、原告Ａの連結子法人である原告Ｂ及び原告Ｃが前事業年度の更正に伴い納付

することとなる前事業年度に係る事業税及び地方法人特別税の額の合計額は、当連結事業

年度の損金の額に算入されるため、当該金額を減算する。 

（ケ）貸倒引当金繰入額に係る戻入益の過大計上額（同２１欄） ２７万４２００円 

 原告Ｂは、前事業年度の更正により、貸倒引当金繰入額に係る戻入益として計上すべき

金額が減少するため、過大計上となった金額を減算する。 

イ 所得金額に対する法人税額（同２６欄） ０円 

 上記金額は、前記アの所得金額に対応する法人税額である。 

ウ 還付所得税額（同３１欄） ８１２７円 

 上記金額は、原告Ａが還付を受けた所得税額である。 

エ 納付すべき法人税額（同３２欄） △８１２７円 

 上記金額は、前記イの金額からウの金額を減算した金額である。 

オ 既に納付の確定した法人税額（同３３欄） △８１２７円 

 上記金額は、Ａ平成２３年９月連結期の法人税に係る確定申告書別表一（一）の「所得税

額等の還付金額」欄に記載された金額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税額（同３４欄） ０円 

 上記金額は、前記エの金額からオの金額を控除した金額である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金額（同３５欄） ５億４３４４万４１６３円 

 上記計算の結果、翌期に繰り越すこととなる欠損金額である。 

２ Ｄ各更正処分及びＢ平成２２年９月期更正処分の根拠 
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 Ｄ各事業年度及びＢ平成２２年９月期の所得金額（欠損金額）、納付すべき法人税額及び翌期

へ繰り越す欠損金は、それぞれ次のとおりである（別表２－Ｂ参照）。 

（１）Ｄ平成２１年７月期更正処分の根拠 

ア 所得金額（別表２－Ｂ「Ｄ平成２１年７月期」欄の１０欄） 

 △３億４６０２万１５４４円 

 上記金額は、次の（ア）の金額に（イ）ないし（カ）の金額を加算した金額である。 

（ア）申告所得金額（同１欄） △７億２３０１万３５６１円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年７月期の確定申告書別表一（一）の「所得金額又は欠損金

額」欄に記載された金額と同額である。 

（イ）買取債権回収益（同２欄） ３億３６１３万７０７０円 

 上記金額は、本件各債権に係る買取債権回収益である。本件各不動産の売買代金と本件

各債権の取得価額との差額は、本件各債権の回収益と認められるため、本件各不動産売買

契約が締結された日の属する事業年度であるＤ平成２１年７月期において、法人税法２２

条２項に規定する収益の額として益金の額に算入すべき金額である。 

（ウ）一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度超過額（同３欄及び別表４－Ｂ「Ｄ平成

２１年７月期」欄の⑪欄） ５４万８４００円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額であり、Ｄの益金の額に算入

すべき金額である。 

ａ 一括評価金銭債権繰入限度超過額（別表４－Ｂ「Ｄ平成２１年７月期」欄の⑨欄） 

 ５４万８４００円 

 上記金額は、次の（ａ）の金額から（ｂ）の金額を差し引いた金額である。 

（ａ）一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額 １４１１万３８４９円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年７月期の確定申告書別表十一（一の二）順号１の「当期

繰入額」欄に記載された金額と同額である。 

（ｂ）一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額（別表４－Ｂ「Ｄ平成２１年７月

期」欄の⑧欄） １３５６万５４４９円 

 上記金額は、次のⅠの金額からⅡの金額を控除した残額に、租税特別措置法施行令

３３条の９第４項５号（平成２１年政令第１０８号による改正前のもの。）に定める

割合である１０００分の６を乗じた金額であり、平成２１年７月期末の一括評価金銭

債権に係る貸倒引当金の繰入限度額に相当する金額である。 

Ⅰ 期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額（別表４－Ｂ「Ｄ平成２１年７月期」

欄の④欄） ２９億１２４４万２５５０円 

 上記金額は、次のⅰの金額からⅱの金額を差し引いた金額である。 

ⅰ 確定申告における期末一括評価金銭債権残高（別表４－Ｂ「Ｄ平成２１年７月

期」欄の②欄） ３０億０３８４万２５５０円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年７月期の確定申告書別表十一（一の二）順号２１

「期末残高」の計の欄に記載された金額と同額である。 

ⅱ 買取債権期末残高過大計上額（別表４－Ｂ「Ｄ平成２１年７月期」欄の③欄） 

 ９１４０万円 

 上記金額は、ＤがＤ平成２１年７月期末において保有する買取債権の残高２２
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億９７２１万２８６２円に含めた、Ｍ債権の金額１３５０万円、Ｎ債権の金額６

３３０万円及びＯ債権の金額１４６０万円の合計額であり、これらの金銭債権は

平成２１年７月期中にその全額が回収され、Ｄ平成２１年７月期の終了の時にお

けるこれらの金銭債権の金額は０円であるから、同額が買取債権の期末残高とし

て過大である。 

Ⅱ 実質的に債権とみられないものの額（別表４－Ｂ「Ｄ平成２１年７月期」欄の⑤

欄） ６億５１５３万４２４６円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年７月期の確定申告書別表十一（一の二）順号２７の計

欄に記載された金額と同額である。 

ｂ 確定申告における一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度超過額（別表４－Ｂ

「Ｄ平成２１年７月期」欄の⑩欄） ０円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年７月期の確定申告書別表十一（一の二）順号８欄に記載さ

れた金額と同額である。 

（エ）個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度超過額（別表２－Ｂ「Ｄ平成２１年７月

期」欄の４欄） ４０００万円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年７月期の確定申告書別表十一（一）順号５「当期繰入額」の

計欄に記載された金額と同額であり、同繰入額の根拠であるＰ債権については、平成２１

年７月期中にその取得価額の全額が回収され、Ｄ平成２１年７月期の終了の時におけるＰ

債権の金額は０円であるから、Ｄが個別評価金銭債権に係る貸倒引当金として損金の額に

算入した同繰入額全額が繰入限度超過額として益金の額に算入される。 

（オ）減価償却超過額（別表２－Ｂ「Ｄ平成２１年７月期」欄の５欄及び別表５－Ｂ「Ｄ平成

２１年７月期」欄の⑨欄） ３０万６４９３円 

 上記金額は、Ｄが、Ｐ不動産売買契約に基づき取得した建物に係る減価償却費として計

上した金額のうち、当該建物の取得価額（当該建物の売買代金と未経過固定資産税相当額

との合計額）に基づき算出される償却限度額３２９万２０１７円を超える金額であり、当

該金額は、法人税法３１条１項（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの。以下同

じ。）の規定により、損金の額に算入されない。 

（カ）雑収入計上漏れ（別表２－Ｂ「Ｄ平成２１年７月期」欄の６欄） ５４円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年７月期更正処分による仮払消費税額等の減少額７９万２６５

４円と、平成２０年８月１日から平成２１年７月３１日までの課税期間分の未払消費税額

等の増加額７９万２６００円との差額であり、雑収入として益金の額に算入すべき金額で

ある。 

イ 所得金額に対する法人税額（同１２欄） ０円 

 上記金額は、前記アの所得金額に対応する法人税額である。 

ウ 法人税額から控除される所得税額等（同１３欄） ３１７６円 

 上記金額は、法人税法６８条１項の規定により法人税の額から控除される金額であり、Ｄ

平成２１年７月期の確定申告書別表一（一）の「控除税額の計算」の「所得税の額等」欄に

記載された金額と同額である。 

エ 納付すべき法人税額（同１４欄） △３１７６円 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。 



43 

オ 既に納付の確定した法人税額（同１５欄） △３１７６円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年７月期の確定申告書別表一（一）の「所得税額等の還付金額」

欄に記載された金額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税額（同１６欄） ０円 

 上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金（同１７欄） ３億４６０２万１５４４円 

 上記計算の結果、翌期に繰り越すこととなる欠損金額である。 

（２）Ｄ平成２１年９月期更正処分の根拠 

ア 所得金額（別表２－Ｂ「Ｄ平成２１年９月期」欄の１０欄） △３７０万９４０５円 

 上記金額は、次の（ア）の金額に（イ）ないし（エ）の金額を加算し、（オ）の金額を減

算した金額である。 

（ア）申告所得金額（同１欄） △１７０２万３５４８円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年９月期の確定申告書別表一（一）の「所得金額又は欠損金

額」欄に記載された金額と同額である。 

（イ）個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度超過額（同４欄） ４０００万円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年９月期の確定申告書別表十一（一）順号５「当期繰入額」の

計欄に記載された金額と同額であり、同繰入額の根拠であるＰ債権については、Ｄ平成２

１年７月期中にその取得価額の全額が回収され、Ｄ平成２１年９月期の終了の時における

Ｐ債権の金額は０円であるから、Ｄが個別評価金銭債権に係る貸倒引当金として損金の額

に算入した同繰入額は、全額が繰入限度超過額として益金の額に算入される。 

（ウ）減価償却超過額（同５欄及び別表５－Ｂ「Ｄ平成２１年９月期」欄の⑮欄） 

 ７万９２６６円 

 上記金額は、Ｄが、平成２０年１２月１２日にＰから取得した建物に係る減価償却費と

して計上した金額のうち、当該建物の取得価額（当該建物の売買代金と未経過固定資産税

相当額との合計額）に基づき算出される償却限度額８５万１３８３円を超える金額であり、

当該金額は、法人税法３１条１項の規定により、損金の額に算入されない。 

（エ）貸倒引当金戻入益の計上漏れ（別表２－Ｂ「Ｄ平成２１年９月期」欄の７欄） 

 １３７８万３２７７円 

 上記金額は、ＤがＤ平成２１年７月期に損金の額に算入した貸倒引当金の金額のうち、

平成２１年６月４日付「新設分割計画書」に基づく平成２１年８月３１日の新設分割によ

り、Ｄが原告Ｂに承継させたとする一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の金額に相当する

金額であり、Ｄは、当該貸倒引当金を原告Ｂに承継させたとしてＤ平成２１年９月期にお

いて貸倒引当金の戻入益を計上していない。しかしながら、当該新設分割は、法人税法２

条１２号の１３に規定する適格分社型分割であるから、同法上貸倒引当金の金額を原告Ｂ

に引き継がせることはできず、同額は法人税法５２条９項（平成２２年法律第６号による

改正前のもの。以下同じ。）の規定により貸倒引当金の戻入益として益金の額に算入され

る。 

（オ）貸倒引当金繰入額に係る戻入益の過大計上額（同９欄） ４０５４万８４００円 

 上記金額は、ＤがＤ平成２１年７月期の損金の額に算入した貸倒引当金繰入額に係る戻

入益としてＤ平成２１年９月期の益金の額に算入した５４１１万３８４９円のうち、Ｄ平
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成２１年７月期更正処分においてＤ平成２１年７月期の益金の額に算入された貸倒引当金

の繰入限度超過額（前記（１）ア（ウ）及び（エ）の合計額）に相当する金額であり、同

額は法人税法５２条９項の規定に基づく益金の額に算入する金額に当たらないことから、

同額が貸倒引当金繰入額に係る戻入益として過大に計上されているものである。 

イ 所得金額に対する法人税額（同１２欄） ０円 

 上記金額は、前記アの所得金額に対応する法人税額である。 

ウ 法人税額から控除される所得税額等（同１３欄） ９９６円 

 上記金額は、法人税法６８条１項の規定により法人税の額から控除される金額であり、Ｄ

平成２１年９月期の確定申告書別表一（一）の「控除税額の計算」の「所得税の額等」欄に

記載された金額と同額である。 

エ 納付すべき法人税額（同１４欄） △９９６円 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。 

オ 既に納付の確定した法人税額（同１５欄） △９９６円 

 上記金額は、Ｄ平成２１年９月期の確定申告書別表一（一）の「所得税額等の還付金額」

欄に記載された金額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税額（同１６欄） ０円 

 上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金（同１７欄） ３億４９７３万０９４９円 

 上記計算の結果、翌期に繰り越すこととなる欠損金額である。 

（３）Ｄ平成２２年９月期更正処分の根拠 

ア 所得金額（別表２－Ｂ「Ｄ平成２２年９月期」欄の１０欄） ３億４７５８万６８６３円 

 上記金額は、次の（ア）の金額に（イ）ないし（オ）の金額を加算し、（カ）の金額を減

算した金額である。 

（ア）申告所得金額（同１欄） ０円 

 上記金額は、Ｄ平成２２年９月期の確定申告書別表一（一）の「所得金額又は欠損金

額」欄に記載された金額と同額である。 

（イ）買取債権回収益（同２欄） １１２７万５２６７円 

 上記金額は、Ｄが平成２１年１１月３０日に１１００万円及び平成２１年１２月２日に

２７万５２６７円のＰ債権の弁済を受けたと認められる金額の合計額であり、買取債権回

収益として益金の額に算入すべき金額である。 

（ウ）個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度超過額（同４欄） ３４３６万２３６６円 

 上記金額は、Ｄ平成２２年９月期の確定申告書別表十一（一）債務者「（株）Ｐ」順号

５「当期繰入額」の欄に記載された金額と同額であり、同繰入額の根拠であるＰ債権につ

いては、Ｄ平成２１年７月期中にその取得価額の全額が回収され、Ｄ平成２１年９月期の

終了の時におけるＰ債権の金額は０円となることから、Ｄが個別評価金銭債権に係る貸倒

引当金として損金の額に算入した同繰入額は、全額が繰入限度超過額として益金の額に算

入される。 

（エ）減価償却超過額（同５欄及び別表５－Ｂ「Ｄ平成２２年９月期」欄の⑲欄） 

 ４５万９７４０円 

 上記金額は、Ｄが、平成２０年１２月１２日にＰから取得した建物に係る減価償却費と
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して計上した金額のうち、当該建物の取得価額（建物の売買代金と未経過固定資産税相当

額との合計額）に基づき算出される償却限度額４９３万８０２６円を超える金額であり、

当該金額は、法人税法３１条１項の規定により、損金の額に算入されない。 

（オ）繰越欠損金の損金算入過大額（別表２－Ｂ「Ｄ平成２２年９月期」欄の８欄） 

 ３億５５２７万２７６７円 

 上記金額は、Ｄ平成２２年９月期の確定申告書別表一（一）の「欠損金又は災害損失金

等の当期控除額」欄に記載された７億０５００万３７１６円から、前記（２）キの金額３

億４９７３万０９４９円を差し引いた金額であり、過大に損金の額に算入されていたもの

である。 

（カ）貸倒引当金繰入額に係る戻入益の過大計上額（同９欄） ５３７８万３２７７円 

 上記金額は、次のａ及びｂの合計額である。 

ａ 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入額戻入益過大計上額 ４０００万円 

 上記金額は、ＤがＤ平成２１年９月期の貸倒引当金に係る戻入益としてＤ平成２２年

９月期の益金の額に算入した４０４１万８５０２円のうちＤ平成２１年９月期更正処分

において、Ｄ平成２１年７月期の益金の額に算入された個別評価金銭債権に係る貸倒引

当金の繰入限度超過額（前記（２）ア（イ））に相当する金額であり、同額は、法人税

法５２条９項の規定に基づく益金の額に算入する金額に当たらないことから、同額が個

別評価金銭債権に係る貸倒引当金繰入額に係る戻入益として過大に計上されているもの

である。 

ｂ 原告Ｂに承継した貸倒引当金に係る貸倒引当金繰入額の加算過大額 

 １３７８万３２７７円 

 上記金額は、ＤがＤ平成２２年９月期の法人税の確定申告書において貸倒引当金繰入

額否認として所得金額に加算した金額であり、当該金額は、前記（２）ア（エ）で述べ

たとおりＤ平成２１年９月期の益金の額に算入すべき金額であるから、Ｄ平成２２年９

月期の益金の額に算入されない。 

イ 所得金額に対する法人税額（同１２欄） １億０３３１万５８００円 

 上記金額は、前記アの所得金額（ただし、通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円

未満の端数金額を切り捨てた後の金額）に、法人税法６６条１項及び２項及び租税特別措置

法４２条の３の２（平成２１年法律第１３号により追加され、平成２３年法律第１１４号に

よる改正前のもの。以下同じ。）に規定する税率（所得金額のうち年８００万円以下の金額

については１００分の１８、それを超える金額については１００分の３０）を乗じて計算し

た金額である。 

ウ 法人税額から控除される所得税額等（同１３欄） １３８円 

 上記金額は、法人税法６８条１項の規定により法人税の額から控除される金額であり、Ｄ

平成２２年９月期の確定申告書別表一（一）の「控除税額の計算」の「所得税の額等」欄に

記載された金額と同額である。 

エ 納付すべき法人税額（同１４欄） １億０３３１万５６００円 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額（ただし、通則法１１９条

１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）である。 

オ 既に納付の確定した法人税額（同１５欄） △１３８円 
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 上記金額は、Ｄ平成２２年９月期の確定申告書別表一（一）の「所得税額等の還付金額」

欄に記載された金額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税額（同１６欄） １億０３３１万５７００円 

 上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額（ただし、通則法１１９条

１項の規定に基づき１００円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）であり、Ｄ平成２２年

９月期更正処分により原告Ｂが新たに納付すべき法人税額である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金（同１７欄） ０円 

 上記計算の結果、翌期へ繰り越すこととなる欠損金額である。 

（４）Ｂ平成２２年９月期更正処分の根拠 

ア 所得金額（別表２－Ｂ「Ｂ平成２２年９月期」欄の１０欄） 

 △１億１５８７万００２９円 

 上記金額は、次の（ア）の金額に（イ）の金額を加算した金額である。 

（ア）確定申告における所得金額（同１欄） △１億１６１４万４２２９円 

 上記金額は、Ｂ平成２２年９月期の確定申告書別表一（一）の「所得金額又は欠損金

額」欄に記載された金額と同額である。 

（イ）一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度超過額（同３欄及び別表４－Ｂ「Ｂ平成

２２年９月期」欄の⑪欄） ２７万４２００円 

 上記金額は、次のａの金額からｂの金額を差し引いた金額であり、益金の額に算入すべ

き金額である。 

ａ 一括評価金銭債権繰入限度超過額（別表４－Ｂ「Ｂ平成２２年９月期」欄の⑨欄） 

 ２７万４２００円 

 上記金額は、次の（ａ）の金額から（ｂ）の金額を差し引いた金額である。 

（ａ）一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入額（同①欄） ６８７万２６８２円 

 上記金額は、Ｂ平成２２年９月期の確定申告書別表十一（一の二）順号１の「当期

繰入額」欄に記載された金額と同額である。 

（ｂ）一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額（同⑧欄） ６５９万８４８２円 

 上記金額は、次のⅠの金額からⅡの金額を控除した残額に、租税特別措置法施行令

３３条の９第４項３号（平成２２年政令第５８号による改正前のもの。）に規定する

割合である１０００分の３を乗じた金額であり、Ｂ平成２２年９月期の一括評価金銭

債権に係る貸倒引当金の繰入限度額に相当する金額である。 

Ⅰ 期末一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額（同④欄） 

 ２２億０５５７万４６６６円 

 上記金額は、次のⅰの金額からⅱの金額を差し引いた金額である。 

ⅰ 確定申告における期末一括評価金銭債権残高（同②欄） 

 ２２億９６９７万４６６６円 

 上記金額は、Ｂ平成２２年９月期の確定申告書別表十一（一の二）順号２１

「期末残高」の計の欄に記載された金額と同額である。 

ⅱ 買取債権期末残高過大計上額（同③欄） ９１４０万円 

 上記金額は、原告Ｂが平成２１年８月３１日付「新設分割計画書」に基づく、

平成２１年８月３１日の適格分社型分割により、Ｄから移転を受けたとする買取
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債権の金額２０億４４１３万３０５３円に含めた、Ｍ債権の金額１３５０万円、

Ｎ債権の金額６３３０万円及びＯ債権の金額１４６０万円の合計額であり、これ

らの金銭債権はＤによりＤ平成２１年７月期中に全額回収され、平成２１年８月

３１日の移転の時においてこれらの金銭債権の税務上の帳簿価額は０円であるか

ら、同額が買取債権の期末残高として過大である。 

Ⅱ 実質的に債権とみられないものの額（同⑤欄） ６０８万０６３９円 

 上記金額は、Ｂ平成２２年９月期の確定申告書別表十一（一の二）順号２７の計

欄に記載された金額と同額である。 

ｂ 確定申告における一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度超過額（同⑩欄） 

 ０円 

 上記金額は、Ｂ平成２２年９月期の確定申告書別表十一（一の二）順号８欄に記載さ

れた金額と同額である。 

イ 所得金額に対する法人税額（別表２－Ｂ「Ｂ平成２２年９月期」欄の１２欄） ０円 

 上記金額は、前記アの所得金額に対応する法人税額である。 

ウ 法人税額から控除される所得税額等（同１３欄） １６３円 

 上記金額は、法人税法６８条１項の規定により法人税の額から控除される金額であり、Ｂ

平成２２年９月期の確定申告書別表一（一）の「控除税額の計算」の「所得税の額等」欄に

記載された金額と同額である。 

エ 納付すべき法人税額（同１４欄） △１６３円 

 上記金額は、前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた金額である。 

オ 既に納付の確定した法人税額（同１５欄） △１６３円 

 上記金額は、Ｂ平成２２年９月期の確定申告書別表一（一）の「所得税額等の還付金額」

欄に記載された金額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税額（同１６欄） ０円 

 上記金額は、前記エの金額から前記オの金額を差し引いた金額である。 

キ 翌期へ繰り越す欠損金（同１７欄） １億１５８７万００２９円 

 上記計算の結果、翌期に繰り越すこととなる欠損金額である。 

３ Ｃ更正処分の根拠 

 Ｃ平成２１年９月期の法人税に係る所得金額、納付すべき税額は次のとおりである（別表２－

Ｃ参照）。 

（１）所得金額（別表２－Ｃ「Ｃ平成２１年９月期」欄の６欄） １億０１９０万８９７１円 

 上記金額は、次のアの金額にイないしウの金額を加算した金額である。 

ア 申告所得金額（同１欄） ５４万８４７６円 

 上記金額は、Ｃ平成２１年９月期の法人税に係る確定申告書別表一（一）の「所得金額又

は欠損金額」欄に記載された金額と同額である。 

イ 売上計上漏れ（同２欄） ７７８５万３６４６円 

 原告Ｃに売上げの計上漏れが認められたため、当該金額を加算する。 

ウ 支払利息の過大計上（同３欄） ２３５０万６８４９円 

 本件準消費貸借契約に基づく短期借入金は、本件匿名組合契約に係る出資金に振り替えら

れており、支払利息の計算の基礎となる短期借入金はＣ平成２１年９月期において存在して
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おらず、上記金額は支払利息として損金とは認めらないため、当該金額を加算する。 

（２）所得金額に対する法人税額（同８欄） ２９７７万２４８０円 

 上記金額は前記（１）の所得金額（通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端

数金額を切り捨てた後のもの。）に法人税法６６条及び租税特別措置法４２条の３の２に規定

する税率を乗じて計算した金額である。 

（３）納付すべき法人税額（同９欄） ２９７７万２４００円 

 上記金額は、前記（２）の金額（ただし、通則法１１９条１項の規定に基づき１００円未満

の端数金額を切り捨てた後のもの。）である。 

（４）既に納付の確定した法人税額（同１０欄） ９万８６００円 

 上記金額は、Ｃ平成２１年９月期の法人税に係る確定申告書別表一（一）の「差引所得に対

する法人税額」欄に記載された金額と同額である。 

（５）差引納付すべき法人税額（同１１欄） ２９６７万３８００円 

 上記金額は、前記（３）の金額から前記（４）の金額を控除した金額である。 

４ 本件各更正処分の適法性 

 Ａ各事業年度、Ｄ各事業年度及びＢ平成２２年９月期、並びにＣ平成２１年９月期の法人税に

係る所得の金額、納付すべき税額及び翌期へ繰り越す欠損金額は、それぞれ、前記１ないし３の

とおりであるところ、本件各更正処分における所得の金額、納付すべき税額及び翌期へ繰り越す

欠損金額（別表１－Ａ、１－Ｂ及び１－Ｃの「更正処分」欄）は、いずれも前記１ないし３の各

金額と同額である。 

 したがって、本件各更正処分は適法である。 

第２ 本件各賦課決定処分の根拠及び適法性 

１ 過少申告加算税に関する法令の定め 

 通則法６５条（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。以下同じ。）１項は、期限内申

告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、当該納税者に対し、

その修正申告又は更正に基づき通則法３５条２項（平成２８年法律第１５号による改正前のも

の）の規定により納付すべき税額に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額に相当する過少

申告加算税を課する旨規定している。 

 また、通則法６５条２項は、同条１項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付す

べき税額がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と５０万円とのいずれか多い金額を超

えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算し

た金額に、当該超える部分に相当する税額に１００分の５の割合を乗じて計算した金額を加算し

た金額とする旨規定している。 

 そして、通則法６５条４項は、上記修正申告書の提出又は更正に基づき納付すべき税額の計算

の基礎となった事実のうちに、その修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかった

ことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、納付すべき税額から一定の金

額を控除して計算する旨規定している。 

２ 重加算税に関する法令の定め 

 過少申告加算税を課する場合において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基

礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし又は仮装したところに

基づき、納税申告書を提出していたときには、当該納税者に対し、過少申告加算税の額の計算の
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基礎となるべき金額に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に１００分の３５の

割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課することとされている（通則法６８条１項

（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。以下同じ。））。 

３ 本件各賦課決定処分の根拠 

（１）Ａ各賦課決定処分の根拠（別表３－Ａ） 

ア Ａ平成２１年９月期賦課決定処分の根拠 

 Ａ平成２１年９月期更正処分に伴って賦課される重加算税の額は、同更正処分により差引

納付すべき法人税額２億７７８３万円（通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端

数金額を切り捨てた後の金額）に１００分の３５の割合を乗じて算出した金額９７２４万０

５００円である（通則法６８条１項）。 

イ Ａ平成２２年９月期賦課決定処分の根拠 

（ア）重加算税賦課決定処分の根拠 

 Ａ平成２２年９月期更正処分に伴って賦課される重加算税の額は、同更正処分により差

引納付すべき法人税額６億９６５８万３１００円（通則法１１８条３項の規定に基づき１

万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）のうち、隠ぺい又は仮装に係る税額５億６７

１５万円に１００分の３５の割合を乗じて算出した金額１億９８５０万２５００円である

（通則法６８条１項）。 

（イ）過少申告加算税賦課決定処分の根拠 

 Ａ平成２２年９月期更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、同更正処分に

より差引納付すべき法人税額６億９６５８万３１００円のうち、前記（ア）の重加算税が

課されることとなる税額５億６７１５万円を控除した過少申告加算税対象額１億２９４２

万円に１００分の１０の割合を乗じて算出した１２９４万２０００円に、上記過少申告加

算税対象額１億２９４２万円のうち５０万円を超える部分に相当する税額１億２８９２万

円（通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後の金額）に

１００分の５の割合を乗じて算出した金額６４４万６０００円を加算した金額１９３８万

８０００円である（通則法６５条１項及び２項）。 

（２）Ｄ賦課決定処分の根拠（別表３－Ｂ） 

 Ｄ平成２２年９月期更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の額は、同更正処分により

差引納付すべき法人税額１億０３３１万円（通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の

端数金額を切り捨てた後の金額）に１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１０３３万１

０００円に、当該差引納付すべき法人税額１億０３３１万５７００円のうち５０万円を超える

部分に相当する税額１億０２８１万円（通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数

金額を切り捨てた後の金額）に１００分の５の割合を乗じて算出した金額５１４万０５００円

を加算した金額１５４７万１５００円である（通則法６５条１項及び２項）。 

（３）Ｃ賦課決定処分の根拠（別表３－Ｃ） 

 Ｃ更正処分に伴って賦課される重加算税の額は、同更正処分により差引納付すべき法人税額

２９６７万円（通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数金額を切り捨てた後の金

額）のうち、隠ぺい又は仮装に係る税額７０５万円に１００分の３５の割合を乗じて算出した

金額２４６万７５００円である（通則法６８条１項）。 

４ 本件各賦課決定処分の適法性 
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（１）Ａ各賦課決定処分の適法性 

 Ａ各更正処分に伴って原告Ａに賦課される重加算税及び過少申告加算税の金額は、それぞれ

前記３（１）のとおりであるところ、Ａ各賦課決定処分により原告Ａに賦課された重加算税及

び過少申告加算税の金額は、いずれも前記３（１）の金額と同額である。 

 また、前記第１の４のとおり、Ａ各更正処分は適法であるところ、同更正処分に基づき原告

Ａが新たに納付すべき法人税額の計算の基礎となった事実のうちに、同更正処分前の法人税額

の計算の基礎とされていなかったことについて、通則法６５条４項にいう「正当な理由」があ

るとは認められるものはない。 

 そして、本件匿名組合に係る経理処理については、原告Ａにおいて通則法６８条１項に規定

する隠ぺい仮装行為が存在したと認められるため、重加算税を課することが相当である。 

 したがって、Ａ各賦課決定処分は適法である。 

（２）Ｄ賦課決定処分の適法性 

 Ｄ平成２２年９月期更正処分に伴って賦課される過少申告加算税の金額は前記３（２）のと

おりであるところ、Ｄ賦課決定処分により原告Ｂに賦課された過少申告加算税の金額は、前記

３（２）の金額と同額である。 

 また、前記第１の４のとおり、Ｄ平成２２年９月期更正処分は適法であるところ、同更正処

分により原告Ｂが新たに納付すべき法人税額の計算の基礎となった事実のうちに、同更正処分

前の法人税額の計算の基礎とされていなかったことについて通則法６５条４項にいう「正当な

理由」があると認められるものはない。 

 したがって、Ｄ賦課決定処分は適法である。 

（３）Ｃ賦課決定処分の適法性 

 Ｃ更正処分に伴って原告Ｃに賦課される重加算税の金額は、前記３（３）のとおりであると

ころ、Ｃ賦課決定処分により原告Ｃに賦課された重加算税の金額は、前記３（３）の金額と同

額である。 

 また、前記第１の４のとおり、Ｃ更正処分は適法であるところ、同更正処分に基づき原告Ｃ

が新たに納付すべき法人税額の計算の基礎となった事実のうちに、同更正処分前の法人税額の

計算の基礎とされていなかったことについて、通則法６５条４項にいう「正当な理由」がある

と認められるものはない。 

 そして、本件匿名組合に係る経理処理については、原告Ｃにおいて通則法６８条１項に規定

する隠ぺい仮装行為が存在したと認められるため、重加算税を課することが相当である。 

 したがって、Ｃ賦課決定処分は適法である。 

第３ Ａ青色申告承認取消処分の適法性 

 法人税法１２１条１項は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた納税者に対し確定申告書及び

当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる旨（青色申告制度）を

規定し、同法１２６条１項は、青色申告の承認を受けている法人が、財務省令で定めるところに

より、帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければな

らない旨を規定している。 

 また、同法１２７条１項（平成２７年法律第９号による改正前のもの。以下同じ。）は、青色

申告の承認を受けた法人が同項各号いずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務

署長は、当該各号に定める事業年度まで遡って、その承認を取り消すことができる旨規定し、同
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項３号は、取消しを行うことができる事実として、「その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部

又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体

についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」と規定している。 

 原告Ａの本件匿名組合に係る経理処理については、法人税法１２７条１項３号の「帳簿書類に

取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした

事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する。 

 したがって、上記規定に基づき、北税務署長が原告Ａに対して行ったＡ青色申告承認取消処分

は適法である。 

以上 
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別表１－Ａ 

原告Ａ 課税の経緯（法人税） 

 

【単位：円】 

 
区分  

 項目 
確定申告 更正処分 異議申立 異議決定 審査請求 裁決 

年月日 平成21年12月28日 平成25年4月26日 平成25年6月28日 平成25年9月19日 平成25年10月17日 平成26年10月8日 

所得金額 △183,060,498 0 △210,064,756 △210,064,756 

納付すべき法人税額 △180,686 277,658,100 △180,686 △180,686 

翌期へ繰り越す欠損金額 2,604,826,914 359,901,802 2,631,831,172 2,631,831,172 

過少申告加算税の額     

Ａ
平
成
21
年
９
月
期 

重加算税の額  97,240,500  

棄
却 

 

棄
却 

年月日 平成22年12月28日 平成25年4月26日 平成25年6月28日 平成25年9月19日 平成25年10月17日 平成26年10月8日 

所得金額 0 1,901,808,113 0 0 

納付すべき法人税額 △1,763 696,581,400 △1,763 △1,763 

翌期へ繰り越す欠損金額 354,410,705 0 370,121,257 370,121,257 

過少申告加算税の額  19,388,000   

Ａ
平
成
22
年
９
月
期 

重加算税の額  198,502,500  

棄
却 

 

棄
却 

年月日 平成24年1月31日 平成25年4月26日 平成25年6月28日 平成25年9月19日 平成25年10月17日 平成26年10月8日 

連結所得金額 △197,641,432 △347,418,360 △382,095,042 △382,095,042 

納付すべき法人税額 △8,127 △8,127 △8,127 △8,127 

翌期へ繰り越す欠損金額 783,890,207 543,444,163 743,608,325 743,608,325 

過少申告加算税の額     

Ａ
平
成
23
年
９
月
連
結
期 

重加算税の額    

棄
却 

 

棄
却 

（注）１ 「所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 

   ２ 「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。 
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別表１－Ｂ 

Ｄ・原告Ｂ 課税の経緯（法人税） 

 

【単位：円】 

 
区分  

 項目 
確定申告 更正処分 異議申立 異議決定 審査請求 裁決 

年月日 平戒21年10月30日 平成25年4月30日 平成25年6月28日 平成25年9月18日 平成25年10月17日 平成26年10月8日 

所得金額 △723,013,561 △346,021,544 △722,707,068 △722,707,014 

納付すべき法人税額 △3,176 △3,176 △3,176 △3,176 

翌期へ繰り越す欠損金額 723,013,561 346,021,544 722,707,068 722,707,014 

Ｄ
平
成
21
年
７
月
期 

過少申告加算税の額    

棄
却 

 

棄
却 

年月日 平成21年12月28日 平成25年4月30日 平成25年6月28日 平成25年9月18日 平成25年10月17日 平成26年10月8日 

所得金額 △17,023,548 △3,709,405 △16,944,282 △3,161,005 

納付すべき法人税額 △996 △996 △996 △996 

翌期へ繰り越す欠損金額 740,037,109 349,730,949 739,651,350 725,868,019 

Ｄ
平
成
21
年
９
月
期 

過少申告加算税の額    

棄
却 

 

棄
却 

年月日 平成22年12月28日 平成25年4月30日 平成25年6月28日 平成25年9月18日 平成25年10月17日 平成26年10月8日 

所得金額 0 347,586,863 0 0 

納付すべき法人税額 △138 103,315,600 △138 △138 

翌期へ繰り越す欠損金額 35,033,393 0 34,187,894 34,187,840 

Ｄ
平
成
22
年
９
月
期 

過少申告加算税の額  15,471,500  

棄
却 

 

棄
却 

年月日 平成22年12月28日 平成25年4月30日 平成25年6月28日 平成25年9月18日 平成25年10月17日 平成26年10月8日 

所得金額 △116,144,229 △115,870,029 △116,144,229 △116,144,229 

納付すべき法人税額 △163 △163 △163 △163 

翌期へ繰り越す欠損金額 116,144,229 115,870,029 116,144,229 116,144,229 

Ｂ
平
成
22
年
９
月
期 

過少申告加算税の額    

棄
却 

 

棄
却 

（注）１ 「所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 

   ２ 「納付すべき税額」欄の△印は、還付金の額に相当する税額を示す。 
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別表１－Ｃ 

原告Ｃ 課税の経緯（法人税） 

 

【単位：円】 

 
区分  

 項目 
確定申告 更正処分 異議申立 異議決定 審査請求 裁決 

年月日 平成21年12月25日 平成25年4月26日 平成25年6月28日 平成25年9月19日 平成25年10月17日 平成26年10月8日 

所得金額 548,476 101,908,971 78,402,122 78,402,122 

納付すべき法人税額 98,600 29,772,400 22,720,500 22,720,500 

翌期へ繰り越す欠損金額     

過少申告加算税の額  3,368,000 3,368,000 3,368,000 

Ｃ
平
成
21
年
９
月
期 

重加算税の額  2,467,500  

棄
却 

 

棄
却 

（注）「所得金額」欄の△印は、欠損金額を示す。 
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別表２－Ａから別表２－Ｃまで、別表３－Ａから別表３－Ｃまで、別表４－Ｂ、別表５－Ｂ、別表６

－Ａ－１及び別表６－Ａ－２、別表７－Ａ－１及び別表７－Ａ－２ 省略 


